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会計管理者 森山成夫、代表監査委員 首藤博文、監査委員事務局長 牧敏弘、

企業局長 工藤正俊、病院局長 田代英哉 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

第９６号議案令和元年度大分県病院事業会計決算の認定について、第９７号議案令和元

年度大分県電気事業会計利益の処分及び決算の認定について、第９８号議案令和元年度大

分県工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、第９９号議案令和元年度大

分県一般会計歳入歳出決算の認定について及び第１１０号議案令和元年度大分県用品調達

特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行った。

詳細については、別紙「会議の概要及び結果」のとおり。

９ その他必要な事項

な し



１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 白岩賢一
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決算特別委員会次第

日時：令和２年１０月６日（火）１０：００～

場所：本会議場

１ 開 会

２ 企業局決算審査

（１）決算説明

（２）決算審査説明（代表監査委員）

（３）質疑・応答

（４）内部協議

３ 病院局決算審査

（１）決算説明

（２）決算審査説明（代表監査委員）

（３）質疑・応答

（４）内部協議

４ 一般会計及び特別会計決算審査

（１）決算概要説明（会計管理者）

（２）決算審査説明（代表監査委員）

（３）質疑・応答

５ 部局別決算審査

（１）会計管理局

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議（上記４も含む）

（２）監査委員事務局

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

６ その他

７ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

土居委員長 ただいまから、決算特別委員会を

開きます。

第３回定例会において付託を受け、継続審査

となっている第９６号議案から第１１０号議案

までの１５件の決算議案の認定について、本日

から審査を行います。

審査にさき立ち、決算審査の方針等について

申し上げます。

去る９月１８日の委員会において、本委員会

の運営要領を決定しました。決算審査の方針と

して、（１）計数の確認、（２）収支の正否、

（３）財産管理の適否、（４）行政効果、

（５）必要な改善措置となっています。具体的

な審査については、先日の委員会でお配りした

決算審査のしおりを参考にしてください。

次に、前年度の審査報告書に対する措置結果

について、各部局審査の際に、該当部局から説

明があるので、措置結果に対する質疑は、各部

局審査の質疑とあわせてお願いします。

執行部に対し資料の要求等がある場合は、質

疑とあわせて要求していただくようお願いしま

す。また、各部局の審査終了の都度、審査にお

ける質疑等を元に審査報告書の検討を行います。

各委員においては、運営要領に従い、円滑な委

員会運営に御協力をお願いします。

それでは、この際、付託された議案を一括議

題とし、これより審査に入ります。

本日は、企業局及び病院局の公営企業会計の

審査並びに一般会計・特別会計に関する会計管

理者、監査委員からの概要説明及び会計管理局、

監査委員事務局の部局別審査を行います。

これより企業局関係の審査を行います。執行

部の説明は、要請した時間の範囲内となるよう

要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、企業局長及び関係者の説明を求め

ます。

工藤企業局長 企業局長の工藤です。

委員の皆さま方には、日頃から電気事業、工

業用水道事業の運営に格別の御理解、御支援を

いただき厚くお礼申し上げます。

最初に私から、企業局の経営概況について御

説明します。

それでは、お手元の資料の１ページを御覧く

ださい。電気事業です。

企業局では、大野川発電所をはじめ、１２の

水力発電所及び松岡太陽光発電所で発電した電

力を九州電力に供給していますが、平成３０年

度からは、このうち大野川発電所がリニューア

ル事業のため運転を停止しています。

１の売電実績電力量の推移ですが、令和元年

度の水力発電の売電実績電力量は、赤の折線グ

ラフの一番右端、２億１，４４８万３千キロワ

ットアワーで、目標供給電力量に対し１１３．

２％となっていますが、これは降雨に恵まれた

ことによるものです。

なお、黒の点線で示している各年度の目標供

給電力量は、過去３０年間の平均にオーバーホ

ール等による非稼働時間を考慮して設定してい

ます。平成３０年度からは、大野川発電所がリ

ニューアル事業に伴う運転停止により、目標供

給電力量は大きく減少しています。

その下に緑色で示しているのが太陽光発電で

す。令和元年度の売電実績電力量は１３９万３

千キロワットアワーで、前年度よりも減少して

いますが、これは九州電力からの発電抑制の要

請回数の増加によるものです。

これらに伴う２の電力料金収入の推移です。

令和元年度の水力発電料金収入は１９億８，

４００万円で、前年度に対し１０３．９％とな

っています。

また、太陽光発電の電力料金収入は５，６０

０万円で、前年度よりもやや減少しています。

次に、３のグラフですが、水力発電の料金単

価の推移です。

九州電力とは２年ごとに総括原価方式に準じ

た契約更改を行っており、令和元年度は１キロ
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ワットアワー当たり１０円７銭となっています。

また、資料には記載していませんが、太陽光

発電における料金単価は、再生可能エネルギー

固定価格買取制度、いわゆるＦＩＴの認定を受

け、運転開始から２０年間は１キロワットアワ

ー当たり４０円となっています。

４の純利益・純損失の推移です。

令和元年度の純利益は２億９千万円となって

おり、大野川発電所の除却損等で多額の特別損

失を計上した前年度に比べて９億８，８００万

円の増となっています。

続いて、裏面、資料の２ページを御覧くださ

い。

工業用水道事業について御説明します。

工業用水道事業では、大野川から取水した水

を、大分市判田と大津留にある２か所の浄水場

で処理し、大分市内の各企業に工業用水として

供給しています。

上段１のグラフを御覧ください。

一番上の青い折線は、各企業との１日当たり

の契約水量の推移を表したもので、令和元年度

は約５５万２千立方メートルとなっており、お

おむね一定で推移しています。

これに対し、一番下の緑色の折線は実際に各

企業に供給した１日当たりの実績給水量の推移

を表したものです。

令和元年度の実績給水量は、日量約４３万５

千立方メートルで、契約水量に対する実績率は

７８．７％となっています。

水道料金は、責任水量制を採用しており、実

使用量が契約水量を下回っても、契約水量によ

る料金を支払っていただくようになっています。

これは、事業開始時に企業の事業計画に基づ

いて設備規模を決定し、投資あるいは維持管理

をしているためです。

資料の中ほどの四角の欄を御覧ください。

令和元年度末時点では４５の事業所と契約し

ており、水道料金単価は、契約時期により２種

の料金設定となっており、１立方メートル当た

り１５．８円又は８．８円で提供しています。

なお、全国平均は１立方メートル当たり約２３

円です。

契約水量の多い事業所は、一日当たり水量で

日本製鉄２３万立方メートル、昭和電工を中核

とする大分コンビナート企業群の鶴崎共同動力

１１万立方メートル、王子マテリア５万７千立

方メートル、住友化学５万４，３００立方メー

トル等となっています。

一番下、２の純利益の推移です。

令和元年度の純利益は４億４，３００万円で、

前年度に比べ約５，１００万円の増となってい

ます。

企業局の経営概況の説明は以上です。

引き続き、総務課長から決算等の詳細につい

て御説明しますので、よろしくお願いします。

塩月総務課長 第９７号議案令和元年度大分県

電気事業会計利益の処分及び決算の認定並びに

第９８号議案令和元年度大分県工業用水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について、お手

元に配付の令和元年度大分県公営企業会計決算

書により御説明します。

初めに、電気事業会計についてです。

決算書の１ページをお開きください。

電気事業の概況ですが、令和元年度の発電状

況などの総括事項等を記載しています。

続いて、２ページに職員に関する事項、３ペ

ージから６ページまでは工事、委託の発注状況

などを記載していますが、時間の関係から説明

は省略します。

次に７ページの３業務です。

一番上、（１）業務量ですが、さきほど工藤

局長から御説明したとおりです。

次に、（２）事業収入に関する事項を御覧く

ださい。当年度欄の一番上の営業収益は２０億

５，９３６万円余りで、前年度に比べ、６，７

５３万円余りの増となっていますが、これは主

に降雨に恵まれたことによる水力発電量の増に

よるものです。

次に表の中ほど、財務収益は６，１０１万円

余りで、９１万円余りの減となっています。

次に事業外収益ですが、５，６５７万円余り

で、前年度に比べて９７１万円余りの減となっ

ています。

これは、平成３０年度に固定資産の過年度修
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正を行いましたが、元年度はこれが少なかった

ことによるものです。

以上により、当年度の事業収入合計は２１億

７，６９５万円余りとなり、前年度に比べ５，

６９０万円余りの増となっています。

次に支出です。（３）事業費に関する事項を

御覧ください。

一番上の営業費用は１７億２，３８７万円余

りで、前年度に比べ１億３，１７９万円余りの

減となっています。

主なところは、修繕費は２億３，６０５万円

余りで、今年度は発電所オーバーホールがなか

ったことなどにより９，４８９万円余りの減と

なっています。

委託費は２億３，０５６万円余りで、芹川第

１、第２発電所のリニューアル事業に伴う概略

設計を行ったことなどにより、６，１２１万円

余りの増となっています。

一番下のその他は９，５４８万円余りで、７，

１２５万円余りの減となっていますが、これは

主に農業水利施設保有合理化事業に係る工事負

担金の減によるものです。

その下、財務費用は２，１６６万円余りで、

前年度に比べ１，０８８万円余りの減となって

いますが、これは、企業債元金返済の進捗によ

り支払利息が経年減少したものです。

次の事業外費用は２，０８５万円余りで、１

千万円余りの増となっています。

その下の特別損失は１億２，０８０万円余り

で、大野川発電所リニューアル事業に伴う固定

資産除却費です。

以上により、当年度の支出である事業費合計

は１８億８，７２０万円余りで、前年度に比べ、

９億３，２４０万円余りの減となっています。

この結果、一番下の表、差引収支の欄にある

ように、令和元年度の電気事業の純利益は２億

８，９７５万円余りとなり、前年度に比べ９億

８，９３１万円余りの増となりました。

次に、１４ページをお開きください。

ただいま御説明した収益・費用の状況を損益

計算書の形にしたものです。

１の営業収益は、（１）の電力料などで、金

額欄の真ん中の列の一番上２０億５，９３６万

円余りとなっています。

２の営業費用は、（１）の水力発電費から

（４）の太陽光発電まで合計で、真ん中の列の

上から２番目１７億２，３８７万円余りとなっ

ています。

１の営業収益から２の営業費用を差し引いた

営業利益は、右端列の一番上３億３，５４９万

円余りとなっています。

このほか３の財務収益と４の事業外収益から、

５の財務費用と６の事業外費用を差し引いた収

支は７，５０６万円余りで、営業利益にこの額

を加算した経常利益は右端列の下から６段目、

４億１，０５５万円余りとなっています。

７の特別損失は１億２，０８０万円余りで、

経常利益からこれを差し引いた収支は、２億８，

９７５万円余りとなり、これが右端列の下から

４段目、当年度の純利益となります。

その下、右端列の下から３段目、前年度から

の繰越欠損金は６億９３６万円余りです。

また、右端列の下から２段目、その他未処分

利益剰余金変動額は令和元年度中に使用した中

小水力発電開発改良積立金の額ですが、１億８，

９９６万円余りとなっています。

これらにより当年度未処理欠損金は右端列の

最下段１億２，９６４万円余りとなっています。

次に、１８ページをお開き願います。当年度

未処理欠損金の処理について御説明します。

令和元年度大分県電気事業欠損金処理計算書

（案）です。表の一番右の列、未処理欠損金に

ついては、その他未処分利益剰余金変動額に相

当する１億８，９９６万円余りをこれまでと同

様に資本金に組み入れ、一番上に記載の当年度

末残高１億２，９６４万円余りと合わせて、３

億１，９６１万円余りを繰越欠損金として翌年

度に繰り越します。

最後に、２０ページをお開き願います。

こちらが貸借対照表です。左側資産の部の１

の固定資産ですが、発電所の施設や送電線など

の設備に関する（１）電気事業固定資産などで、

固定資産合計は一番右端列１５１億７，７８３

万円余りとなっています。
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その下、２の流動資産は現金預金、電力料等

の未収金などで、流動資産の合計は右端列の下

から２段目の５０億８，６８０万円余り、固定

資産と流動資産の資産合計は、その下の２０２

億６，４６４万円余りとなっています。

次に、右の２１ページの負債の部及び資本の

部について御説明します。

負債の部の３固定負債の（１）企業債ですが、

金額欄の右から２列目の一番上のとおり、未償

還総額から令和２年度の償還分を除いた２１億

４，７８４万円余りとなっています。

なお、企業債については、１１億２千万円を

大野川発電所建設改良費のために当年度に新た

に発行しましたが、これは現在、借入利率が低

水準であるため、投資有価証券等を処分するよ

りも、外部から企業債を借り入れた方が資金運

用上有利であると判断しました。

次に（２）の引当金ですが、退職給付引当金、

修繕引当金及び特別修繕引当金で、合計はその

下の段１４億４，７８０万円余りとなっていま

す。以上により、固定負債の合計は右端列の一

番上３５億９，５６５万円余りとなります。

次に、４の流動負債です。

（１）企業債は、令和２年度中に償還する額、

（２）未払金は３月３１日時点での工事代金の

未払額などで、流動負債合計は、右端列の上か

ら２段目の１２億４，１４７万円余りとなって

います。

これらに右端列の上から３段目の５の繰延収

益１億７，０８１万円余りを加算して、負債合

計はその下段の５０億７９４万円余りとなりま

す。

次に、資本の部についてですが、６の資本金

及び７の剰余金を加算した資本合計は右端の列

の下から２段目１５２億５，６６９万円余りで、

これに負債合計を加算した負債資本合計は右端

列の最下段２０２億６，４６４万円余りとなり、

前ページの資産合計と一致しています。

以上で電気事業会計の説明を終わります。

続いて、工業用水道事業会計について御説明

します。

決算書の４９ページをお開きください。

工業用水道事業の概況ですが、令和元年度の

総給水量、収支、損益等についての総括事項等

を記載しています。

続いて、５０ページに職員に関する事項、次

に５１ページから５４ページまで工事、委託の

発注状況などを記載していますが、時間の関係

から説明は省略します。

決算書の５５ページをお開きください。

一番上の（１）の業務量ですが、さきほど局

長から御説明したとおりです。

次に、（２）事業収入に関する事項です。当

年度欄の一番上の営業収益は、２０億４９３万

円余りで、前年度に比べ９１８万円余りの減と

なっていますが、当年度は夏場の特定給水がな

かったことなどによる給水収益の減です。

表の中ほどの営業外収益は２億４，３１７万

円余りとなり、前年度に比べ６３４万円余りの

増となっていますが、これは主に、保有有価証

券の増加による受取利息の増によるものです。

その下の特別利益は令和元年度はありません

が、前年度に比べ２，５５６万円の減となりま

す。

以上により、当年度の事業収入合計は２２億

４，８１０万円余りで、前年度に比べ２，８４

０万円余りの減となっています。

次に、支出（３）事業費に関する事項です。

一番上営業費用は１７億６，９１０万円余りで、

前年度に比べ５，１２７万円余りの増となって

います。これは主に、設備の老朽化対策などの

ため修繕費等が増加したことによるものです。

次に、営業外費用は３，５７１万円余りで、

前年度に比べ１，６９５万円余りの減となって

いますが、これは、企業債元金返済の進捗によ

り、支払利息が経年減少したものです。

その下の特別損失は令和元年度はありません

が、前年度に比べ１億１，４２１万円の減とな

ります。

これらにより事業費合計は１８億４８２万円

余りで、前年度に比べ７，９８９万円余りの減

となっています。

以上を差引きして、一番下の差引収支の表で

すが、令和元年度の純利益は４億４，３２７万
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円余りで、前年度に比べ５，１４８万円余りの

増となっています。

次に、６２ページをお開きください。

ただ今、御説明した収益、費用の状況を損益

計算書の形にしたものです。

１の営業収益は、（１）の給水収益がほとん

どで、金額欄の真ん中の列の一番上２０億４９

３万円余りとなっています。

２の営業費用は、真ん中の列の上から２番目

１７億６，９１０万円余りで、（１）原水及び

浄水費は大津留と判田の二つの浄水場の取水口

から浄水場までの経費と浄水に要する経費、

（２）の配水及び給水費は、二つの浄水場以降

の送水、配水に要する経費、（３）の総係費は

本局の経費です。

１の営業収益から２の営業費用を差し引いた

営業利益は、一番右端列の中ほどのとおり、２

億３，５８２万円余りとなっています。

３の営業外収益から４の営業外費用を差し引

いた収支は、右端列の２段目２億７４５万円余

りとなり、営業利益にこの額を加算した経常利

益は、右端列の上から３段目４億４，３２７万

円余りです。

特別利益及び特別損失はありませんので、経

常利益はそのまま右端列の下から３段目の当年

度純利益となります。

この当年度純利益に、その他未処分利益剰余

金変動額２億９，７９８万円余りを加算した合

計が、右端列の最下段、当年度未処分利益剰余

金７億４，１２６万円余りとなっています。

なお、右端列の下から２段目のその他未処分

利益剰余金変動額は、令和元年度中に使用した

減債積立金に相当する額です。

次に、６６ページをお開き願います。

令和元年度大分県工業用水道事業剰余金処分

計算書（案）についてです。

表の一番右の列、未処分利益剰余金について、

一番上の７億４，１２６万円余りのうち、令和

２年度の企業債償還のための減債積立金に２億

５，１１０万円余り、将来の設備投資のため、

建設改良積立金に１億９，２１６万円余りをそ

れぞれ積み立てたいと考えています。

また、過去の積立金を使用した分であるその

他未処分利益剰余金変動額２億９，７９８万円

余りについて、電気事業の場合と同様、資本金

に組み入れるものです。

最後に、６８ページをお開きください。

こちらが貸借対照表です。資産の部の１固定

資産は、土地、建物、送水管、配水管などの

（１）有形固定資産、国公債などに係る（３）

投資その他の資産などで、固定資産の合計は、

一番右端列の１９１億２，４７３万円余りです。

２の流動資産は、満期が１年未満の預金など

で、合計は一番右端列の下から２段目４９億５，

１２５万円余りです。

固定資産と流動資産の合計はその下２４０億

７，５９８万円余りです。

次に右側、６９ページの負債の部と資本の部

です。負債の部の３の固定負債の（１）企業債

は、未償還総額から令和２年度の償還分を除い

た額、（２）引当金は退職給付引当金及び修繕

引当金の合計で、固定負債の合計は右端列の一

番上２０億８，１４２万円余りとなります。

次に、４の流動負債です。（１）企業債は令

和２年度中に償還するもの、（２）未払金は３

月３１日時点での未払額などで、流動負債合計

は右端列の上から２段目、６億８，８２６万円

余りとなっています。

これに右端列の上から３段目、５の繰延収益

３２億７，１２７万円余りを加算した負債合計

は右端列の上から４段目６０億４，０９６万円

余となります。

次に、資本の部についてですが、６の資本金

及び７の剰余金を加算した資本合計は右端列の

下から２段目１８０億３，５０２万円余りで、

これに負債合計を加算した負債資本合計はその

下の段の２４０億７，５９８万円余りで、前ペ

ージの資産合計と一致しています。

以上で、令和元年度電気事業会計及び工業用

水道事業会計の決算に関する説明を終わります。

土居委員長 次に、決算審査の結果について、

監査委員の説明を求めます。

首藤代表監査委員 令和元年度大分県電気事業

会計及び大分県工業用水道事業会計決算に係る
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審査結果について、監査委員を代表して御説明

します。

お手元に配付の令和元年度大分県公営企業会

計決算審査意見書を御覧ください。

表紙の次のページをお開きください。

この意見書は、地方公営企業法第３０条第２

項の規定に基づき、本年６月１日に知事から、

令和元年度大分県病院事業会計、大分県電気事

業会計及び大分県工業用水道事業会計決算につ

いて、監査委員の審査に付されたので、その審

査結果を取りまとめ、７月３０日に知事に提出

したものです。

それでは、１ページをお開きください。

まず、第１審査の概要の３審査の手続を御覧

ください。電気事業会計及び工業用水道事業会

計の決算審査にあたっては、各事業の経営活動

は、本来の目的に沿い、経済性の発揮及び公共

性の確保がなされているか、決算書その他決算

関係書類は、経営成績及び財政状態を適正に表

示しているかという点に主眼を置き、関係職員

の説明を求めるなどして、慎重に審査を行いま

した。

次に、第２審査の結果についてです。企業局

所管の各事業会計の決算書その他決算関係書類

は、審査の手続で申し上げた方法により審査し

た限りにおいて、法令に適合し正確であると認

められました。また、予算の執行、収益・費用

及び財産に係る事務については、おおむね適正

に処理されていると認められました。

次に、各事業の決算の概要及び審査意見につ

いてです。

まず、大分県電気事業会計について御説明し

ます。

１８ページをお開きください。

１８ページから２７ページにかけては、事業

の概要、次に予算及び決算の状況、経営成績、

財政状態についてそれぞれ記載していますが、

これらについての説明は省略します。

２８ページを御覧ください。

審査意見についてです。まず、１の経営成績

及び財政状態ですが、令和元年度の電気事業の

経営成績は、総収益２１億７，６９５万５，１

３６円に対し、総費用は１８億８，７２０万４，

２０３円で、差引き２億８，９７５万９３３円

の純利益が生じており、前年度の純損失６億９，

９５５万９，４３８円から、９億８，９３１万

３７１円の増加となっています。これは、昨年

度は、特別損失として県行分収造林評価損など

を計上したことや修繕費などの営業費用が減少

したことなどによるものです。

この項の下２行目を御覧ください。

電気事業は、安定した経営を維持しているこ

と、短期・長期の財務の安全性が保たれている

ことから、経営成績、財政状態ともにおおむね

健全であると考えられます。

次に、２の総合意見ですが、大分県企業局経

営戦略では、計画期間の１０年間を今後５０年

間の安定経営のため投資を加速する期間と位置

付けています。電気事業においては、老朽化し

た水力発電所を順次リニューアルし、再生可能

エネルギー固定価格買取制度による売電契約に

移行する戦略的な取組を進めています。平成３

０年度から着手している大野川発電所をはじめ

とした、老朽化した水力発電所のリニューアル

をより効果的・効率的に実施する必要がありま

す。

一方で、水力発電の売電契約は、卸規制撤廃

後も九州電力と長期基本契約を踏まえた随意契

約を行ってきており、送電施設使用料について

は、新たに九州電力送配電株式会社と契約を締

結し安定した収入を確保することができていま

す。

しかしながら、令和８年３月に九州電力との

長期基本契約が終了した後は、原則として一般

競争入札に移行し、収益変動リスクが高まるこ

とが考えられることから、安定的な収益確保の

ため国の施策、他の自治体及び市場の動向を注

視しつつ柔軟かつ的確に対応することが求めら

れます。

このような状況を踏まえ、大分県企業局経営

戦略とその実行計画である経営戦略アクション

プランに基づき、今後も投資効果が最大限に発

揮されるようリニューアル事業を着実に実施す

るなど、長期安定経営に向けて効果的・効率的
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な事業運営と経営基盤の強化に努められるよう

要請をしました。

以上で、大分県電気事業会計決算審査結果に

ついての説明を終わります。 

次に、大分県工業用水道事業会計について御

説明します。

３１ページをお開きください。

工業用水道事業会計についても、電気事業会

計と同様に、３１ページから４０ページにかけ

ては、事業の概要、次に、予算及び決算の状況、

経営成績、財政状態についてそれぞれ記載して

いますが、これらについての説明は省略します。

４１ページを御覧ください。

審査意見についてです。まず、１の経営成績

及び財政状態ですが、令和元年度における工業

用水道事業の経営成績は総収益２２億４，８１

０万４，２４９円に対し、総費用は１８億４８

２万６，３４８円で、差引き４億４，３２７万

７，９０１円の純利益が生じていますが、これ

を前年度と比べると５，１４８万７，９１４円

増加しています。これは、昨年度は特別損失と

して過年度損益修正損を計上したことなどによ

るものです。

この項の下から３行目を御覧ください。

工業用水道事業は、電気事業と同様、経営成

績、財政状態ともにおおむね健全であると考え

られます。

続いて、２総合意見ですが、工業用水道事業

も経営戦略及びアクションプランに基づき、給

水ネットワークを活用し送水隧道の本格的な点

検や主要施設の耐震化、老朽化対策などを実施

しています。工業用水道事業においては、災害

等に強い安定した供給体制の確保が重要であり、

今後発生が予想される南海トラフを震源とする

地震などの大規模な災害や事故に対し、リスク

軽減を図るためにも施設の耐震化、老朽化対策

を引き続き計画的に着実に実施していくことが

求められます。また、工業用水ユーザーとの契

約において、責任水量制により安定した料金収

入を確保していますが、今後も引き続き関係機

関と連携して新規顧客の開拓をより一層推進す

ることが望まれます。

企業局では、事業の進捗状況や経営環境の変

化等を踏まえ、今年３月にプランの見直しを行

ったところであり、今後もこのプランを着実に

実行して事業の進捗を図るとともに、経費削減

に引き続き取り組むなど、さらなる経営基盤の

強化に努められるよう要請をしました。

以上で、大分県工業用水道事業会計決算審査

結果についての説明を終わります。

土居委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入りますが、本日以降の本委

員会での質疑の順序について確認します。

最初に事前通告をした委員、次に事前通告な

しの委員、最後に事前通告をした委員外議員の

順に質疑を行います。

事前通告なしの委員外議員については、進行

状況等を勘案しながら指名するので、あらかじ

め御了解願います。

発言は、挙手し、私から指名を受けた後、自

席で起立し、マイクを立てて行ってください。

質疑は付託された決算議案に対する質疑にと

どめるとともに、説明資料におけるページ及び

事業名などを明らかにしてください。

質疑は関連質疑も含め一人５分以内で、再質

疑は２回までとなっていますので、要点を簡潔

にお願いします。

また、委員外議員の関連質疑は、委員の質疑

終了後に別途お願いします。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。

事前通告が１名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。

藤田委員 会計決算書１０ページ、１１ページ

の電気事業会計の上段、収入の部の第３項事業

外収益で、当初予算額が３億２，２６０万円あ

り、税込みの決算額が５，９０５万円と２億６

千万円ほど減少している理由について教えてく

ださい。

塩月総務課長 事業外収益が減額になった理由

をお答えします。令和元年度の決算額は、大野

川発電所リニューアル工事の遅れなどにより建

設改良費が約２５億円予算を下回り、これに伴
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う消費税を支払う必要がなくなったものです。

御案内のとおり、企業局は事業者なので、も

らった消費税と支払う消費税の差額が、支払う

方が多ければ国から還付があり、国からの還付

金の消費税還付金２億６，４０８万７，８５３

円が収入から減額となったものです。

河野委員 工業用水道事業の関係で、水道料金

は第１種、第２種があると御説明いただき、監

査報告書の３１ページを見て、２種類あること

が分かりましたが、第１種、第２種の適用区分

はどのように決められているか。また、現在の

給水契約の中で、第１種と第２種の区分が、例

えば、今回新たに契約しようと企業が現れた場

合、どのように料金が設定されるか。また、既

に契約されているところは、第１種と第２種の

区分は契約期間満了までずっと変わらないのか

伺います。

塩月総務課長 第１種、第２種の料金の違いで

すが、第１種の料金は少し高めになっています

が、これは工業用水道施設を最近、第３期工事

で造ったものです。

第２種料金は８．８円と安いですが、第１期

と第２期で整備したものに対して料金をつけて

いるので、どこの施設を使うかになりますが、

これから、もし新たに契約するとなると第１種

になります。

河野委員 第１種と第２種の違いは、給水工事

のどの施設を使うかにより決まると聞こえまし

たが、考え方としては、今般もし新たに給水契

約を結ぶ企業が出たとき、その企業に対する給

水経路等に従い第１種、第２種の割合が決まっ

てくるという理解でいいのか伺います。

本林工務課長 私からお答えします。料金が第

１種料金、第２種料金と２種あるのは、平成１

６年４月１日にそれまで第１期、第２期、第３

期と三つの事業に分かれていた工業用水道を事

業統合し、その際、さきほど総務課長から申し

たとおり、それまで第１期、第２期で徴収して

いた料金を８．８円、それから第３期事業で適

用していた料金を１５．８円ということで、こ

れをいきなり料金の統一というのはユーザーに

とって非常に厳しいので、第１種料金、第２種

料金と整理し、２種料金制でそれ以降、徴収し

ています。

第１種料金が１６年４月１日以降の基本的な

料金と位置づけているので、この後、新たに契

約されたユーザーは第１種料金１５．８円を適

用しています。

河野委員 今の御説明だと、契約時期が早いか

遅いかで決まっているという理解ですが、そう

すると過去の８．８円で契約された相手先は、

未来永劫、契約自体は無期限に継続するという

ことか、それとも一定の契約年数経過後に見直

し等があるかを教えてください。

本林工務課長 現在二つの料金で経営を行って

いますが、今のところそれによって料金収入に

問題があるような状況ではなく、現在、料金の

見直しは行っていませんが、今後、経営上、料

金改定が必要になった場合は、この差を縮めて

いく改定を行うことになると考えます。

土居委員長 ほかに事前通告されていない委員

で質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 事前通告が２名の委員外議員から

出されているので、事前通告のあった委員外議

員の質疑を行います。

堤委員外議員 第１点目が工業用水道事業会計

で、平成２８年度までに内部留保について、給

水事業ネットワークの構築事業が終わり、かな

り内部留保も下がってきたと聞きます。今後、

さきほどの南海トラフの関係等を考えれば、老

朽化対策、耐震化対策をしていかないといけな

いが、具体的な方向性というか、内部留保の使

い方をどう考えているか伺います。

二つ目は、企業局として設備等の保存工事と

か委託工事等いろいろされていますが、その入

札の方法、随契があったり、また一般競争入札

等があると思いますが、その内容について、あ

と地元発注についての比率はどうか。

また、今後、ＴＰＰ１１が発効して地元企業

への優先発注が非常に圧力を増してくると思う

が、そうした場合の対処について検討されてい

るかどうか伺います。

塩月総務課長 まず、工業用水道事業における
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内部留保金についてです。

御案内のとおり、給水ネットワーク再構築事

業を実施する前に、約１０３億円あった内部留

保金は、令和元年度決算時点で約５９億円とな

っています。今後の推移は、経営戦略において

老朽化設備の補修、それから更新に７０億円を

超える費用を見込んでおり、その後も大規模な

設備の更新が続くと考えられるので、令和１４

年度までは減少しますが、令和１５年度以降は

徐々に回復すると見込んでいます。

続いて、入札方法等について、令和元年度の

工事等発注状況は、電気事業、工業用水道事業

合わせて１１１件、うち一般競争入札８件、指

名競争入札９０件、随意契約１３件となってい

ます。また、県内業者に発注した分は９５件で、

割合で言うと８５．６％です。

ＴＰＰの影響についてですが、ＴＰＰ発効後、

本年度、初めて外国企業も対象とする一般競争

入札を行いました。しかしながら、外国企業か

らの問合せは一切なかったことから、現時点で

はこれまでどおりの入札事務を行うことにより、

引き続き県内業者への発注ができるのではない

かと考えています。

堤委員外議員 ＴＰＰとの関係で言うと、本年

度そういう形で１件外国の関係があったという

ことね。ＴＰＰ１１というのは市場開放だから、

地方自治体であろうと国であろうと基本的な考

え方は一緒ですよね。ＩＳＤＳ条項があるのは

御存じでしょうが、そういう中で優先的な発注

というのは外国の場合は非常に厳しく見てきま

す。すぐには出てこないでしょうが、方向性と

してどう対処していくのか、検討しておかない

といけないと思う。そこらは検討されているか

再度伺います。

内部留保はそういう形でリニューアルとか耐

震工事をしていかないといけないでしょうから、

またそのとき、１５年以降に聞きましょう。そ

の点お願いします。

塩月総務課長 ＴＰＰの影響に対する検討です

が、言われるとおり、いろいろな状況の変化、

制度の改正も予想され、あり得るので、そうい

ったことは見ていきたいと思います。

ただ、工事について、企業局の場合は今年度

２件対象工事がありましたが、これはリニュー

アル事業の工事なので、こんな大きな金額の工

事は通常はありません。

それから、ダムとか発電所といった工事にな

るので、現場を熟知していない外国の企業はな

かなか難しいのが現実ではないかと思います。

いずれにしても、情勢の変化等を敏感に見守っ

ていきたいと思います。

守永委員外議員 一つは通告書で企業局会計決

算書の７ページ、５５ページと指示したが、よ

く見ると２ページに給与状況という表があり、

その方が見やすいと思います。企業局職員の給

与費、時間外勤務がここに記述されていますが、

２０１９年度の職員の超過勤務の状況、それ以

前と比較し、どのような状況だったのか。また、

実質的な削減に向け取り組まれた経緯を教えて

ください。

もう１点が、企業局で管理されているダムに

関して、これまで臭い対策など、県民の苦情に

対処されてきましたが、２０１９年度でも３ペ

ージに水質改善業務委託契約等がありますが、

２０１９年度の取組と苦情の有無についてお尋

ねします。

塩月総務課長 まず、職員給与費の関係につい

てお答えします。２０１９年度の時間外勤務は、

災害除きで１人当たり月８．３時間となってお

り、２０１６年度以降、毎年減少しています。

時間外勤務の縮減に向け、２０１８年度から

業務日誌の電子化など、職員提案による取組可

能な１２項目を定め、取り組んでいます。

また、今年１０月から知事部局と同様の総務

事務システムを導入し、来年１月から勤務時間

管理システム、知事部局と同様に導入する予定

です。引き続き、実質的な時間外勤務の縮減に

取り組んでいきたいと思います。

本林工務課長 ダムの臭い対策について私から

お答えします。企業局で管理している芹川ダム

と北川ダムの二つの多目的ダムがあり、このう

ち、芹川ダムのダム湖は、平成２６年度、カビ

臭を発生させる植物プランクトンの大量発生に

より水道水から異臭が生じ、大分市上下水道局
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に多数の苦情が寄せられました。これを受け、

平成２６年度から２７年度にかけ、ダム湖内に

循環装置を２基設置し、以降毎年水温が上昇す

る４月から１２月にかけて稼働させています。

この循環装置の設置後は水道水異臭の原因であ

った臭気物質は非常に小さい値となり、以降、

昨年度も含め異臭が発生したという苦情はあり

ません。

それから、さきほど議員からあった決算書３

ページの水質改善業務委託は、北川ダムで工事

を進めている維持流用放流設備の工事に絡み、

濁水の対策として行っています。北川ダムにつ

いては、濁水には今気を付けていますが、臭い

に関する苦情はありません。

守永委員外議員 時間外勤務そのものが実質的

に減少しているということで、働き方改革が進

められているのは感謝します。より職員の方々

が自分たちの能力を発揮できるような職場環境

をつくっていただくためにもぜひ積極的に取り

組んでいただきたいのと、できれば隠れ残業等

がないように注意していただきたい。その点は

よろしくお願いします。

それと、ダムに関して、効果が出ているとい

うことで大変いいことだ思っていますし、２６

年当時の工事の内容等も伺っていますが、その

効果が出ているのはいいことだと思います。

また、北川ダムの濁流についても、宮崎の方

に流れていく川ですが、清流は貴重な資源です

ので、それが汚れることがないよう、今後も管

理をよろしくお願いします。

土居委員長 ほかに委員外議員で質疑はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して委員の方からほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 ほかにないようですので、これで

質疑を終了します。

それでは、これをもって企業局関係の審査を

終わります。執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方

はお残りください。

〔監査委員、企業局、委員外議員退室〕

土居委員長 これより、決算審査報告について、

内部協議に入ります。

さきほどの企業局の審査における質疑等を踏

まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思い

ますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映させ

るべき意見・要望事項等がありましたら、お願

いします。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 特にないようですので、審査報告

書案の取りまとめについては、本日の審査にお

ける質疑を踏まえ、委員長に御一任いただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

土居委員長 それでは、そのようにします。

以上で企業局関係の審査報告書の検討を終わ

ります。

暫時、休憩します。

午前１１時０６分休憩

午後 １時０１分再開

森副委員長 休憩前に引き続き、委員会を開き

ます。

これより、病院局関係の審査を行います。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、病院局長及び関係者の説明を求め

ます。

田代病院局長 病院局長の田代です。委員の皆

さま方には、日頃から病院事業の運営について、

御理解、御支援をいただき、お礼を申し上げま

す。

８月には当院職員から新型コロナウイルス感

染症患者の発生が続き、皆さまには御不安、御

心配をおかけして、大変申し訳ありませんでし

た。職員の健康監視の強化など院内の感染予防

対策のさらなる徹底を図っていきます。

本日は、病院事業に係る決算について御審議

いただきますが、何とぞよろしくお願いします。

それでは、決算関係の説明に入ります。
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お手元の決算特別委員会資料の１ページをお

開きください。令和元年度病院事業の取組状況

を記載しています。

この主な内容について御説明します。

平成３１年３月に、令和４年度までの４年間

の指針として第四期中期事業計画を策定し、

「挑戦と継続～県民に支持される病院を目指し

て～」を基本理念に、地域医療構想を踏まえた

本院の果たす役割や県民の求める医療機能の充

実など５項目に分けて具体的な取組を進めてい

ます。

１大分県地域医療構想を踏まえた本院の果た

す役割については、本院は中部医療圏で高度急

性期・急性期医療を提供する役割を担っていま

す。中部医療圏では、今後も高度急性期・急性

期の入院患者数の増加や周辺医療圏からの患者

流入が見込まれることから、これらの患者に対

応する役割を担いながら、時代のニーズに対応

するよう努めていきます。

２県民の求める医療機能の充実については、

周産期医療などの高度・専門医療や民間医療機

関では対応が困難な感染症対策などの政策医療

を提供しています。

周産期医療では、ＮＩＣＵ増床や新生児回復

病床の体制強化、がん医療では外来化学療法室

の病床拡大等に取り組んでいます。

政策医療では、感染症医療や災害など広域対

応が必要な医療などを提供しており、特に、新

型コロナウイルス感染症対応では、保健所等と

連携を図り、感染症指定医療機関として、迅速

かつ円滑な患者の受入れ、治療体制を構築して

います。

また、今月１日に精神医療センターを開設し、

他の施設では対応困難な精神科救急患者や身体

合併症患者に対して、２４時間３６５日短期・

集中治療を提供する医療体制の構築を図りまし

た。お手元にパンフレットをお配りしています

ので、後ほど御覧ください。

３良質な医療提供体制の確保と患者ニーズへ

の対応については、患者に対する高質な医療を

提供するため、７対１看護体制の確保、専門・

認定看護師の育成やチーム医療の推進を図り、

高い専門性をいかすことのできる体制づくりに

取り組んでいます。

また、患者ニーズへの対応としては、患者視

点を取り入れた使いやすい外来エリアの再編や

自動精算機の導入による待ち時間の解消などに

努めています。

４地域医療機関等との医療連携については、

地域包括ケアシステムの構築が図られる中で、

患者が住み慣れた地域で安心して医療を受けら

れるよう地域医療支援病院としての役割を果た

す必要があります。

そのため、昨年４月に患者総合支援センター

を新設し、入退院支援の充実や地域医療機関等

との連携体制の充実に努めています。

５経営基盤の強化については、継続的・安定

的な医療を提供し、経営基盤を一層強固なもの

にするためには、的確な経営分析に基づく効率

的な経営に努め、収入の確保と経費の削減に向

けた取組を推進する必要があります。

そのため、外部有識者を含めた経営改善推進

委員会での経営状況の検証・評価、院内会議等

における意見交換などにより、引き続き病院経

営に対する職員の意識の醸成と経営改善に取り

組んでいきます。

収益では、地域の医療機関と連携を深め、高

度・専門医療、急性期医療を提供することで、

より評価の高い診療報酬を得ることが可能とな

りました。

費用では、薬品費について、後発医薬品（ジ

ェネリック医薬品）の導入推進、適正な在庫管

理、薬事委員会での採用品目等の審議、価格交

渉へのアドバイザー参加などにより、費用の削

減に努めています。

次に３ページをお開きください。決算状況の

概要です。

令和元年度は、医業損益で黒字となり、単年

度損益でも、約６億４千万円と、５年間継続し

て黒字となりました。

また、一般会計からの繰入金について、下に

繰入金の推移を記載していますが、建設改良に

係る企業債償還金の減などにより、約１億１千

万円の減額となっています。
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以上で、決算状況の概要についての説明を終

了します。

病院の概況及び決算状況の詳細については、

この後次長兼事務局長から御説明します。

西永病院局次長兼県立病院事務局長 それでは、

県立病院の組織及び事業概要について、お手元

にお配りしている病院の概況により、御説明し

ます。

３ページをお開きください。

病院の組織機構について御説明します。

本院の診療科部門は循環器内科部をはじめと

する２６科部、放射線科部などからの中央診料

部門、薬剤部などの医療技術部門、看護部、事

務局、管理室等、がんセンター、総合周産期母

子医療センター、循環器センターとなっていま

す。

６ページをお開きください。

職員の状況として、令和２年４月１日現在の

職員数を記載しています。

一番上の医師が１７４名のほか、医療技術職、

看護師、事務職等、合計１，０４８名が当院の

職員総数です。

１４ページをお開きください。

施設の主なものについて御説明します。病院

本館については、地下１階、地上１０階建てで、

屋上にはヘリポートを備えています。

本館１階・２階は主として各診療科の外来部

門や患者総合支援センター、救命救急センター

の初療室、周産期センターの外来部門などがあ

ります。

４階から９階が病棟で、６階から９階は一つ

の階につき東西二つの病棟を配置しています。

病棟ごとの診療科は、用途の欄に記載のとおり

です。

１５ページをお開きください。

上の表の下から２番目の欄にある三養院は、

病床数は６床で、県内唯一の感染症専門病棟で

あり、このたびの新型コロナウイルス感染症の

発生に伴い多数の患者を受け入れています。こ

こには記載はありませんが、２階建ての精神医

療センターを併設しました。

次に、２２ページをお開きください。

主要な医療機器で取得価格１千万円以上を記

載しています。

令和元年度は、次の２３ページにある７２番

エックス線コンピュータ断層撮影装置（ＣＴ）

の更新などを行いました。

次に、２４ページを御覧ください。

本院の許可病床数は、５７８床のうち、一般

病床が５６６床、感染症病床が１２床です。

（３）入院患者延数、新入院患者数、病床利

用率、平均在院日数の欄を御覧ください。表の

一番下の行が令和元年度の数値ですが、入院患

者延数は１６万１７７人、新入院患者数は１万

３，６４１人、一般病床利用率は８７．０％、

平均在院日数は１０．７日となっています。

次に、２５ページをお開きください。

ページ中ほどの（６）外来患者延数、１日平

均診療人数、新規外来患者数の欄を御覧くださ

い。

令和元年度の外来患者延数は２０万７，９８

５人、１日の平均診療人数は８６６．６人、新

規外来患者数は２万２４８人となっています。

以下、２９ページまで、診療科別外来患者延

数やドクターカーの活動件数などの活動実績等

を記載しています。

簡単ですが、病院の概況の説明を終わります。

次に、令和元年度決算について御説明します。

さきほど局長が説明した決算特別委員会資料を

お願いします。

４ページをお開きください。

３の決算状況報告について御説明します。

まず（１）の決算報告書（収益的収入及び支

出）です。

上の表、収入の部ですが、右から３番目税込

決算額の欄、上から２行目にあるように、第１

項医業収益は１６７億１，１３２万１，０１４

円です。

その下、第２項医業外収益は１２億９５３万

９，５７９円です。

その下、第３項特別利益は１億１，９６９万

６，５０６円です。

以上、合計した病院事業収益は一番上の行に

ある１８０億４，０５５万７，０９９円となっ
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ています。

次に、下の表、支出の部ですが、右から３番

目の税込決算額の欄、上から２行目にあるよう

に、第１項医業費用は１７１億９，５８７万８，

３５４円です。

その下、第２項医業外費用は１億１，３１７

万４，７５７円です。

その下、第３項特別損失は１，０９０万１，

２９２円です。

以上、合わせて病院事業費用の決算額は、一

番上の行にある１７３億１，９９５万４，４０

３円となっています。

次に５ページをお開きください。

（２）の決算報告書（資本的収入及び支出）

の状況です。

まず上の表、収入の部ですが、右から３番目

税込決算額の欄、上から２行目にあるように、

第１項企業債は２５億８，７００万円で、これ

は、大規模改修工事や精神医療センター整備等

に伴う企業債の借入れです。

その下、第２項負担金は３億３，０１３万９

千円で、これは企業債の元金償還に係る一般会

計からの繰出金を受け入れたものです。

その下、第３項補助金は５億３，８２９万１,

１５０円で、これは県立病院精神医療センター

整備等に関する補助金です。

以上、合わせて資本的収入の決算額は、一番

上の行で３４億５，５４３万１５０円となって

います。

次に下の表、支出の部ですが、右から３番目

税込決算額の欄、上から２行目にあるように、

第１項建設改良費は３５億６，１２８万５，４

２４円で、医療機器の購入及び大規模改修工事

の土木建築部への工事委託等に係るものです。

その下、第２項企業債償還金は８億３，７９

６万９３円で、これは病院施設整備や医療機器

購入等のために借り入れた企業債の元金償還金

です。

その下、第３項他会計からの借入金償還金は

６６８万円で、これは一般会計からの借入金の

償還金です。

以上、合わせて資本的支出の決算額は、一番

上の行にある４４億５９２万５，５１７円とな

っています。

次に６ページを御覧ください。

（３）損益計算書の内容について御説明しま

す。

まず医業損益です。入院・外来収益などの１

の医業収益は、金額と記載されている真ん中の

一番上の欄にある１６６億９，５８５万３，６

８８円に対して、その下、給与費や材料費など

の２の医業費用は１６５億４９７万９，６６４

円となっており、差引きは一番右の欄にあるよ

うに１億９，０８７万４，０２４円の利益とな

り、本業で黒字を計上しています。

次に医業外損益は、一般会計からの負担金の

繰入れなどの３の医業外収益が、金額欄の真ん

中の、上から３段目の欄の１１億９，９５８万

９，４１５円に対して、その下、企業債の支払

利息などの４の医業外費用は８億５，７９６万

９，００５円となっており、差引きは、一番右

の欄にあるように３億４,１６２万４１０円の

利益となっています。

その結果、経常収支は、一番右の欄の上から

３段目の５億３，２４９万４，４３４円の黒字

となっています。

次に５の特別利益は、金額欄の真ん中、下か

ら２段目の欄の１億１，９６３万６，１３５円

となっており、その下の６の特別損失は、大規

模改修工事に係る固定資産除却など１，０９０

万１，２９２円となっており、差引きは、一番

右の欄にあるように１億８７３万４，８４３円

の利益となっています。

以上により、一番右の欄の下から３行目にあ

る当年度純利益は６億４，１２２万９，２７７

円となり、繰越利益剰余金２６億８，８７１万

４２６円を加え、当年度未処分利益剰余金は３

３億２，９９３万９，７０３円となりました。

続いて、７ページをお開きください。

４の個人医業未収金の状況について御説明し

ます。

令和２年８月末での、個人医業未収金の額は、

表の右から２番目、②の一番下の欄の８，８６

６万４，８９２円となりました。



- 14 -

昨年同時期、令和元年８月末の額は、表の左

から２番目、①の一番下の欄の９，７５２万９，

４７４円でしたので、増減額（②－①）は８８

６万４，５８２円の減となりました。

未収金対策については、まず、発生防止策と

しては、各診療科と医事・相談課が連携して高

額療養費制度や出産一時金直接支払制度を積極

的に活用し、患者の窓口負担の軽減を図るとと

もに、支払の困難な患者には支払相談を行った

上で、分割納入による支払など確実な納入に努

めています。また、クレジットカードでの支払

など利便性の向上にも努めています。

回収策としては、夜間の電話による督促や文

書による催告を行い、また、嘱託職員による平

日の訪問徴収に加え、休日訪問・夜間訪問によ

る徴収も行っています。

さらに、平成２５年から過年度未収金の回収

業務を弁護士法人に委託し、回収にあたってい

ます。

今後とも、適切な債権管理の下に、医業未収

金の削減に努めていきます。

なお、資料の８ページは一般会計負担金等の

状況を、次の９ページは損益及び一般会計繰入

額の推移を、最後の１０ページは平成２７年度

から令和元年度までの比較損益計算書を記載し

ています。

以上で令和元年度決算の説明を終わります。

森副委員長 次に、決算審査等の結果について、

監査委員の説明を求めます。

首藤代表監査委員 令和元年度大分県病院事業

会計決算に係る審査結果について、監査委員を

代表して、御説明します。

お手元に配付の令和元年度大分県公営企業会

計決算審査意見書の１ページをお開きください。

第１審査の概要については、午前中の企業局

と同様ですので省略します。

次に第２審査の結果についてです。

病院局所管の事業会計の決算書その他決算関

係書類は、審査の手続で申し上げた方法により

審査した限りにおいて、法令に適合し正確であ

ると認められました。

また、予算の執行、収益・費用及び財産に係

る事務については、おおむね適正に処理されて

いると認められました。

次に審査の内容ですが、３ページをお開きく

ださい。

３ページから１４ページにかけては、事業の

概要、次に予算及び決算の状況、経営成績、財

政状態について、それぞれ記載していますが、

これらについての説明は省略します。

１５ページを御覧ください。審査意見につい

てです。

まず、１の経営成績及び財政状態ですが、令

和元年度における病院事業の経営成績は、総収

益１８０億１，５０７万９，２３８円に対し、

総費用は１７３億７，３８４万９，９６１円で、

差引き６億４，１２２万９，２７７円の純利益

が生じています。

これを前年度と比較すると１億６４０万９，

６５９円の増加となっています。これは、医業

収益の入院収益、外来収益がともに増加したこ

となどによるものです。

この項の下から２行目を御覧ください。

大分県病院事業は、令和元年度の単年度収支

が黒字であり、収益性及び短期・長期の財務の

健全性も保たれていることから、経営成績、財

政状態ともにおおむね健全であると考えられま

す。

次に、２の総合意見ですが、令和元年度は大

規模改修２期工事や精神医療センターの新設工

事など、施設整備面での機能の維持・強化を図

る一方、病床利用率や紹介率・逆紹介率の向上

などにより入院・外来患者数、１人１日当たり

診療収入ともに前年度を上回る実績を上げてお

り、会計制度が変更となった平成２６年度を除

いて平成１９年度以降連続で当年度純利益を確

保しています。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の

経営への影響が懸念されていることや精神医療

センターの建設費等に係る企業債償還の負担が

増すことなどから、引き続き安定した経営を維

持する方策を講じていかなければなりません。

そのためには、さらなる病院機能の維持・強

化を図るとともに、効果的な診療報酬の確保や
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一層の業務の効率化などに徹底して取り組む必

要があります。

また、人口減少・少子高齢化に伴い大きく変

化する医療需要に柔軟かつ迅速に対応するとと

もに、働き方改革や、さらなる医療連携、先端

医療技術の導入等を推進することが求められま

す。

これらの取組を通じて、県民医療の基幹病院

としての役割を果たすとともに、県民に支持さ

れる病院を目指して全職員が一丸となり、持続

可能な病院運営に努められるよう要請しました。

以上で、大分県病院事業会計決算審査結果に

ついての説明を終わります。

森副委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し簡潔・明瞭に答弁願います。

事前通告が１名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。

浦野委員 職員の超過勤務時間管理について質

問します。

令和元年度より時間外労働の上限が法律上の

ルールとして、より明確になり、単月１００時

間、また、複数月平均８０時間を超える時間外

労働、また、月４５時間を超える時間外労働が

年６回を超えたら違法という形で残業規制が強

化されたが、これが職員の超過勤務時間にどの

ような影響があったでしょうか。

具体的には、単月８０時間を超える職員の数、

また、月４５時間を超える回数についてどのよ

うな影響があったか教えてください。

また、当該年度の２月頃よりコロナ対応の影

響が労働時間に出てくると思われますが、超過

勤務時間への対策としてどのような対応を取ら

れたか教えてください。

波多野総務経営課長 過労死ライン、月８０時

間を超える時間外勤務をした職員の実人員は、

平成３０年度が６５７人中２６人で３．９％、

令和元年度では６６６人中３５人で５．２％と

なっています。

なお、月４５時間を超える時間外勤務をした

職員の実人数は、平成３０年度が６５７人中７

０人で１０．６％、令和元年度では６６６人中

８８人で１３．２％となっています。

当院では、令和元年度末から新型コロナウイ

ルス感染拡大に伴い、関係する診療科によって

は業務対応が増えましたが、通常診療を制限し、

コロナ患者の対応にシフトする効率的な患者対

応を行うことで、過度な時間外勤務の増加を抑

えることができました。しかし、依然として、

県内の他医療機関にはない一部の診療科で患者

が当院に集中し、診療科医師の負担となり、時

間外勤務の縮減が難しい状況もあります。

看護師は、１人当たりの時間外勤務の平均時

間が、平成３０年度の１１．５時間から、令和

２年度８月末までの実績が８．５時間と縮減傾

向が見られます。これは看護師の研修において、

より自由度の高い研修受講を可能とするウェブ

研修、いわゆるｅラーニング、また、検温など

のデータが電子カルテに自動的に入力されるバ

イタル連携のシステムを導入するなど看護業務

の効率化を図ることで時間外勤務の縮減が実現

したと考えています。

こうした中、医師の時間外勤務の縮減対策と

しては、平成３０年４月に２０人であった医療

秘書を令和２年３月までに１１人増やして３１

人とし、さらに７月に新たに３人追加し、現在

３４人を配置しています。

あわせて、一部の医療行為を医師の指示の下

で看護師が行える特定行為研修という新しい制

度を今年１０月から開始するなど、他職種への

医師の業務移譲を推進しています。

また、子育て中の女性医師がリモートで急患

等の診断を指示できるよう、画像を送信できる

アプリを使用したシステムも活用しながら、医

師の環境整備等も含めて努力しています。

浦野委員 分かりました。状況としては、全体

の対応は進んでいる部分もあるが、どうしても

一部の職員に長い超過勤務時間が残ってしまっ

ているのが現状かと思います。

特にコロナの対応については、県立病院に限

らず、どんな事業者も前例がないような事態の

中での対応だと思うし、残業についてのルール
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もあるかもしれないが、正直、現場はそれどこ

ろじゃない状況もあろう中での対応だと思いま

す。

ただ一方で、事業の継続を考えると、やはり

労働者を守っていかなきゃいけないし、そのた

めには残業規制のルールは一つの基準になると

思うので、引き続き職員を守る労務管理をお願

いしたいと思います。これは意見です。

森副委員長 ほかに、事前通告されていない委

員で質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、事前通告が３人の委員

外議員から出されているので、事前通告のあっ

た委員外議員の質疑を行います。

堤委員外議員 今のとだいぶダブる可能性があ

りますが、昨年の決算の中で、ＩＣチップに基

づいて出退勤管理をする話がありました。

４月以降、その管理によって具体的に残業時

間、超勤が減ってきたか。当然その管理は上司

がしなければならないが、そういう管理の体制、

つまり、時間外労働をいっぱいしないと──当

然しないのが原則ですが、管理できるような体

制はどのように構築されているのか。

あとドクターの８０時間は、多分延べだと思

いますが、昨年の統計の中で年間１６９人と聞

いていますが、その現状が今はどうなのか。

もう一つ、さっき課長の説明の中でタスクシ

フティング、今年１０月から具体的に看護師に

プラスしていくわけですね。具体的にもう少し

そこら辺を、タスクシフティングが看護師だけ

なのか、それ以外にも充当されているかを含め、

説明してください。

波多野総務経営課長 病院局では、令和２年４

月から出退勤等管理システムを本格稼働し、全

職員の出退時刻をＩＣカードにより記録し、か

つシステムでの時間外勤務手当等の申請が可能

となっています。この名札にＩＣチップが入っ

ており、朝と帰りに把握するようにしています。

出退勤管理システム導入により、今まで紙ベ

ースで行っていた時間外勤務申請が電子で申請

可能となり、これにより実績データの集計が迅

速に行えるようになったことから、各部署に対

して職員ごとのデータをフィードバックしやす

くなり、定期的に時間外勤務縮減に向け、啓発

しています。毎月の超勤を含め、それぞれの管

理部署の所属長を含めてデータを送り、使用し

てもらっています。

過労死ラインの月８０時間超えが平成３０年

度実績では、実人員が医師９５人中２５人、年

間の延べ人数では１６９人でしたが、令和元年

度実人員は９４人中３４人で延べ人数は１７５

人、令和２年４月から８月までの５か月余りで

は、実人員が１０２人中２７人で延べ８１人と

なっています。

当院では、令和元年度末から新型コロナウイ

ルスの感染拡大に伴い、呼吸器内科において業

務の増加が見られたが、通常診療を制限し、コ

ロナ対応にシフトし、過度な超勤等を抑えてい

ます。

一方、神経内科は、以前から患者対応が多い

ことに加え、令和２年４月には半数の医師が入

れ替わり、そういった関係で超勤時間が増加し

ています。

今後は、医師が業務に適応していくにつれ、

増加傾向はある程度落ち着いていくと思います。

玉井副院長兼看護部長 医師から看護師へのタ

スクシフトとして、ＩＶナースといって医師が

やるべき抗がん剤、造影剤、ＣＶポートなど、

これまでもそういった医療行為は一部看護師が

行っていました。これに加え、特定行為として

通常は２１区分３１行為が認められていますが、

当院では外科的領域１２区分１５行為をやれる

よう研修を始めました。

具体的には、胸腔ドレーン、腹腔ドレーン、

創部ドレーン、それから、注射の中でも高カロ

リー輸液といったものが医師の指示によってで

きるようになります。

なぜ外科かというと、外科はほとんど医師が

手術に入っているので、医師が手術から帰って

きてドレーンを抜くと、通常は朝抜けばいいも

のを夜になって抜くようなことになるので回復

が遅れます。

それから、ナースも指示を待つことで時間外

につながることになるが、こういったことがで
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きるようになると、患者の満足度が上がり、看

護師も時間外がなくなっていきます。

ただ、看護師がこれを行うようになると、非

常に看護師の負担が増えていくのではないかと

いうことで、看護師自体は看護補助者に生活の

援助とかベッドメーキング、環境の整備とか看

護師でなくてもやれる部分は、それを移譲して

いく方向で進めています。

また、医師以外でも医療秘書──ドクターア

シスタントがおり、さきほども言いましたが、

その方たちの増員を図ったり、頸部エコーや心

エコーなどを臨床検査技師が行えるようにして

います。

守永委員外議員 私の通告した質問はさきに質

問された方とダブってきますが、職員の長時間

勤務の状況の変化について、時間数が変化した

要因としてどのような工夫をされたのか、いま

一度確認したい。

医師の労務環境改善についても、今、堤議員

の答弁でいろいろ説明がありましたが、様々な

システムを導入して軽減を図ったとありました。

新たなシステムを導入したとき、確かに手順と

して環境は整備されるものの、様々な操作をす

るために余分な行為でかえって負担になるケー

スがありますが、そのような課題はなかったの

か教えてください。

さきほど看護師が医師の補助に回ることによ

り、結構負担が増加するという話もあって、さ

らに看護師がやっていた業務を看護補助者にお

願いするといった工夫もされているようですが、

どのようにしてそれぞれの業務が遂行できる人

員を確保していくか。工夫されているなと思い

ましたが、今、全体的に看護師のシフトそのも

の、各病棟に配置されている看護師の人数もか

なり厳しいかと思いますが、その状況をどう捉

えているか教えてください。

もう一つ、ＩＣカードの打刻に関して、堤議

員の質問があったので、それは割愛します。

波多野総務経営課長 最初に、時間外勤務の実

績は、２０１８年度職員１人当たり１６．８時

間、２０１９年度は１８時間で、１．２時間ほ

ど増加しています。これは２０１９年度は当院

の入院及び外来の稼働が非常に高かったところ

により、これに付随して時間勤務が全体でも増

えたものと考えています。

そして、医師については、２０１８年度が１

人当たり月平均５８．８時間、２０１９年度が

６１時間で、こちらも２．２時間ほど増加して

います。医師については、医療秘書の増員、そ

れとさきほど言ったようにタスクシフトという

ことで、これまでは放射線科のドクターがエコ

ー検査をしていたのを臨床検査技師でエコー検

査ができる方を採用し、エコー検査を指導しな

がら、ドクターから臨床検査技師等へ少しずつ

移行しています。

玉井副院長兼看護部長 さきほどあった看護補

助者の確保ですが、今、タスクシフトが進んで

いるので、それに加え、診療報酬的なバックア

ップが非常に進んでおり、うちに限らず、どの

病院も看護補助者の確保に努めているので、当

院としても人材確保は確かに大変苦労していま

す。

病棟に配置する看護補助者は全く無資格の人

なので、その方たちが医療の世界に入り、患者

に対し医療的分野で環境の整備とか体を拭くと

か、食事の介助をするとか排せつの介助をする

のは大変難しいことだと思います。

病棟で配属された看護補助者は、非常に熟練

された人たちで、こういう人はなかなか見つか

らないわけで、当院ではベッドメーキングのみ

を行う人、環境整備のみを行う人、入院だけで

も１日５０人いるので、入退院のベッドのみを

作る人といった特化したグループを作り、そこ

への確保に努めています。これで看護師はベッ

ドメーキングとか環境整備をしなくてよいので、

朝から申し送りをしたら、すぐに注射に行ける

ようなシステムになっています。

それから、この確保のためには定着が必要な

ので、入職時の研修やいろんな生活の援助に関

わる月１の研修をしっかりやり、定着に努めて

います。

守永委員外議員 労働環境を少しでも働きやす

くして安全が確保できる。そして、患者のニー

ズに応えられる環境をつくるための工夫もぜひ
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お願いします。

私の知っている医療関係従事者の中で、接客

業をされている方とか、ホテルでベッドメーキ

ングをやっている方、今、旅行客が少なくなっ

ている中で、そういった方々に声をかけながら

要員を確保している状況も耳にしたことがある

ので、正にそういうことをやられてきたんだな

と感じました。

いろいろ工夫しながら、看護師が自分自身の

生活もきちんと楽しめる余裕を持ちながら、患

者のために努力できる環境をつくってください。

森副委員長 さきほど守永議員から質問のあっ

たことですが、システム導入による操作等の負

担等の課題がないか、その点答弁漏れがあるの

で、再度答弁を求めます。

波多野総務経営課長 大変失礼しました。出退

勤の管理システムについてお答えします。

今年２月、３月に試行して、４月から本格運

用しています。今まで紙ベースで行っていまし

たが、時間外勤務の申請が電子で可能となって、

これにより実績データの集計が迅速に行えるよ

うになったことで、各部署に対し職員ごとのデ

ータをフィードバックしやすくなるなど、時間

外勤務の縮減に向け、啓発を進めています。

高橋委員外議員 質問内容が前のお三方とほと

んどダブっているので、私は自分の実体験を踏

まえた上で質問します。

昨年１２月末に白血病を患い、今年８月１４

日までほぼ９か月間、実は県立病院にお世話に

なりました。その間、働いている医師、看護師、

医療関係の皆さんの働き方、そういうものを見

た上で質問します。

実際に入院してみると、数字では分からない、

本当に医療に携わっている方々の大変な苦労が

見えてきました。相手をしているのは、病気を

している、通常の健康体ではない方ですから何

が起きるか分からない。それに非常に迅速に対

応していただいたし、本当にきついだろうなと

思いますが、いつも笑顔を絶やさず、とにかく

病気をしている私たちに心配をかけさせないこ

とを第一に仕事されているのがよく分かりまし

た。

特に３月以降は思いもかけない新型コロナの

こともあり、私は白血病で免疫が一気に落ち、

感染症にかかりやすかったため、ある看護師は

私たち患者のことを配慮し、休みの日は一切外

に出ず、最低限買物に行くぐらいで、ほとんど

外に出ない。もちろん旅行にも行けないような

中で、こういう決算なんかの数字には出ない精

神的な重圧もかなりたくさんあったのではない

かと思います。

その中で、昼夜２交代制で本当に時間いっぱ

いぎりぎり、時には時間を超してまで働いてい

る看護師の姿をよく目にしました。そういう働

き方に応じた適正な手当が必要だろうと思いま

す。また、適正な勤務条件、勤務時間、人員の

確保等が必要だと思います。

今、実態、労務管理について話がありました。

これから先のことになって、この場で聞いてい

いかどうか分かりませんが、新型コロナも含め、

まだまだ厳しい状況が続くと思います。今の状

況を踏まえた上で、今後どういう方向性をもっ

て病院の運営、職員の勤務、労働の管理を進め

ていくのか、そういう何か方向性みたいなもの

があればお聞かせください。

波多野総務経営課長 手当についてお答えしま

す。

当院では、令和２年２月頃から新型コロナウ

イルスの感染拡大に伴い、コロナ患者の診療に

従事した職員に対する危険手当という側面から、

従来１日当たり２９０円の防疫作業手当を作業

内容によって１日当たり３千円又は４千円の手

当とする特例を令和２年７月に設けました。こ

の特例は、令和２年１月２３日まで遡って適用

します。

さきほどから職員のタスクシフト等について

は説明しましたが、これからも職員、家族の健

康管理も含めて、注意しながら今後対応してい

きます。

井上病院長 職員のこれからの働き方も含め、

病院の役割を果たしていく中での働き方につい

ての考え方、特に医師に関して考えていること

を申し上げます。

御指摘のように、県立病院は民間にできない
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医療を担っており、その中の一つが感染症医療

で、今年は新型コロナで患者も来ており、通常

の診療をしながらなので、いろいろと工夫しな

がらやっています。

その中で、新型コロナ感染症の患者受入れに

関しては、その中心となるのが呼吸器内科です。

呼吸器内科は、他の呼吸器内科疾患、例えば、

肺がんとか閉塞性肺疾患とかぜんそくと、いろ

んなことがあります。そういったものを診なが

らコロナ患者の診療に従事するのは、患者数に

応じて、その辺は通常の診療を幾分制限し、他

の内科の先生に応援してもらうとか、新型コロ

ナの方に業務をシフトするといった工夫をしな

がらずっと回しています。

それから、これからの働き方に関して、特に

医師に関してです。

医師は、御存じのように献身的な業務を遂行

するという非常に高い倫理意識を持った方が多

く、これまでは勤務時間という感覚はありませ

んでした。必要に応じて働く、求めに応じて診

療することをまず第一に考えており、働き方に

関して、４月から勤怠管理システムを導入し、

やっと自分たちの勤務時間がどれぐらいあるの

かが正確に目に見えるようになってきました。

これ以上働くと危険だという数値を頭に置くと

いう段階に入りました。

こういう勤務の実態把握をすることがまず第

一歩で、そして、過度な働き方を避けていく。

どうしたらいいかは次になってきます。

この半年間で各診療科の部長が自分の部下の

勤務時間を把握することができて、それを基に

どんなことをしているかというと、さきほどか

らあった他職種にいろんな業務を移譲できる分

は移譲していく。そして、医師がやらなければ

いけないことを絞っていく、他の職種の方にそ

ういう業務をシフトしながら、かつ仲間同士で

もお互い業務を肩代わりし合う。つまり具体的

に言うと、例えば土日に自分の患者が心配で全

部出てくると全く休みがなくなるわけです。そ

ういう場合、土日には交代して仲間で分担し、

土日のいずれかを休む工夫、当直明けの業務を

できるだけ早く切り上げ、その日可能な限り早

く休みを取る工夫を地道に積み上げていきなが

ら、少しずつ仕事の中身を検証している段階で

す。

いずれにしても、従来のような働きっ放しは

通用しない時代というのは十分分かっています

が、高い使命感を保ちながらという部分がある

ので、少しずつ意識を醸成しながら改善してい

くことが一番近道かと思っています。

今推奨しているのは、働かなければいけない

ときに働くのをやめなさいとはとても私の立場

では言えないですが、休めるときはできるだけ

休みなさいと。超勤が増えても休みも増える、

両方増える分はまだ許せるかなという考え方で

指導しています。

高橋委員外議員 今、井上病院長が言われたよ

うに、本当に土曜日、日曜日も担当の医師は私

の病室に来ていて、いつが休みなのか分からな

い。外来でも、お昼を過ぎても診察をされ、一

体いつお昼御飯を食べているのだろうと思って

いました。

私は本当に命を救われたなと思っています。

私たち患者の命を救うため、医師や看護師が逆

に命を削るようなことがあってはならないと思

います。ぜひ手当の面も含め、そういう勤務の

時間、それから、やはり人手の確保が今後大き

な課題になってくると思います。まだまだ新型

コロナを含め、様々な病気、疾患、感染症、こ

れからが大きな山になると思います。県立病院

が抱える課題というか役割は非常に大きいもの

があるなと今回本当に身にしみて感じています。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

森副委員長 ほかに、事前通告されていない委

員で質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 委員外議員で質疑等はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して、委員の方からほかに何か質疑は

ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 別にないようですので、これで質
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疑を終了します。

それでは、これをもって病院局関係の審査を

終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方

はお残りください。

〔監査委員、病院局、委員外議員退室〕

森副委員長 これより、決算審査報告について、

内部協議に入りますので委員の方はお残りくだ

さい。

さきほどの病院局の審査における質疑等を踏

まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思い

ますが、特に、指摘事項や来年度予算へ反映さ

せるべき意見・要望事項等がありましたら、お

願いします。

木田委員 私から言わなくても大丈夫かもしれ

ませんが、新型コロナを踏まえて人員体制の確

保というところはぜひ強調して加えていただけ

ればと思います。御検討いただければと思いま

す。

森副委員長 ただいま委員からいただいた御意

見、御要望及び本日の審査における質疑を踏ま

え、審査報告書案として取りまとめたいと思い

ます。詳細については委員長に一任いただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、そのようにします。

以上で病院局関係の審査報告書の検討を終わ

ります。

ここで執行部が入室しますので、しばらくお

待ちください。

〔監査委員、会計管理者、委員外議員入

室〕

森副委員長 これより、一般会計及び特別会計

の決算審査を行います。

まず、決算の概要について、会計管理者の説

明を求めます。

説明は要点を簡潔・明瞭にお願いします。

森山会計管理者 本日から、令和元年度の一般

会計及び特別会計の決算について審査いただき

ますが、これにさき立ち、全体の概要について

御説明します。

それでは、お手元の右肩に資料１と書かれた

令和元年度大分県歳入歳出決算概要により説明

します。

１ページをお開きください。歳入歳出決算の

総括表です。

まず、一番上の一般会計ですが、決算額は、

左から３列目の歳入総額（Ａ）が６，１９８億

３，０９５万１，２７２円、その右の歳出総額

（Ｂ）が５，９９９億８，８２０万２，２４８

円となっています。

この歳入総額（Ａ）から歳出総額（Ｂ）を差

し引いた額は、２ページの一番左、歳入歳出差

引額（Ｃ）欄にあるように１９８億４，２７４

万９，０２４円となっており、これが形式収支

となります。

この中には、翌年度へ繰り越した事業の財源

が含まれているので、その二つ右の繰越財源額

（Ｄ）の１６６億６，９３０万１，５１０円を

控除したものが、一番右の実質収支額で３１億

７，３４４万７，５１４円となっています。

ここで、一般会計決算のこれまでの推移につ

いて御説明します。資料一番後ろの１５ページ

から１６ページをお開きください。

左側１５ページの①のグラフを御覧ください。

このグラフは、平成２７年度から令和元年度ま

での５年間の一般会計の決算額の推移を表した

もので、白抜きの棒グラフが歳入、網掛け棒グ

ラフが歳出です。

一番右が令和元年度決算で、さきほど説明し

たとおり、歳入は６，１９８億３，１００万円

で、数字の横の四角囲みに記載しているように、

前年度に比べ１億２，４００万円、率にして０．

０２％の減となっています。

一方、歳出は５，９９９億８，８００万円で、

下の四角囲みにあるように３１億１，８００万

円、率にして０．５２％の減となっています。

また、歳入と歳出の差引きが、さきほど申し

上げた形式収支で、グラフの上の四角囲みに示
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しているように１９８億４，３００万円となっ

ています。

この形式収支と繰越財源額の推移を示したも

のが、右ページ上段の②のグラフです。

白抜き棒が形式収支、網掛け棒が翌年度への

繰越財源額で、これを差し引いたものが実質収

支額です。令和元年度の実質収支額は、３１億

７，３００万円の黒字となっています。

この実質収支額の推移を示したものが、下の

③のグラフです。

白抜き棒が実質収支額、その右の網掛け棒は

前年度の実質収支額との差を単年度収支額とし

て示したもので、令和元年度は２億円の黒字と

なっています。

１ページにお戻りください。次に、特別会計

について御説明します。

１１の特別会計の決算額合計ですが、左から

３列目の歳入総額（Ａ）は２，６９８億７，７

５４万４，２６７円、右の歳出総額（Ｂ）は２，

６４９億８，９５９万５，３９２円です。

歳入総額（Ａ）から歳出総額（Ｂ）を差し引

いた額は、２ページの（Ｃ）欄のとおり４８億

８，７９４万８，８７５円となっています。

これから、二つ右の繰越財源額（Ｄ）欄の４，

９１１万６千円を控除した実質収支額は、一番

右の欄の４８億３，８８３万２，８７５円の黒

字となっています。

続いて、会計ごとの決算概要について御説明

します。

３ページをお開きください。一般会計歳入決

算額調です。

県税から県債までの１５の款別の内訳を表し

たものです。

左から３列目の調定額（Ｂ）は、収入するこ

とを決定した額で、一番下の合計欄にあるよう

に６，２２０億９，０７３万５，２４０円とな

っています。

この調定額に対してその右の収入済額（Ｃ）

の合計は６，１９８億３，０９５万１，２７２

円となっており、調定額に対する収入済額の割

合、収入率は、４ページの左から３列目、一番

下の欄にあるように９９．６４％となっていま

す。

収入済額のうち、前年度と比較して増減額の

大きなものを説明します。４ページの右から３

列目、対前年度比較欄を御覧ください。

まず、上から五つ目の地方交付税ですが、臨

時財政対策債の減などにより２２億７，６８５

万円余の増となっています。

下から三つ目の繰越金が、平成２９年九州北

部豪雨災害等の復旧・復興事業が進んだことに

より４０億２，７９８万円余の減となっていま

す。

また、その下の諸収入が、中小企業制度資金

の融資残高減少に伴う貸付金元利収入の減など

により３０億５，０９６万円余の減となってい

ます。

その下の県債が、強靱な県土づくりを進める

ため、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債

の発行等により９７億９，１００万円の増とな

っており、以上、合計の収入済額は１億２，３

７４万円余の減となっています。

次に、３ページの一番右の列、不納欠損額

（Ｄ）ですが、一番下の合計欄にあるように１

億１，９１６万円余となっており、その主なも

のは一番上の県税の９，７５５万円余で、時効

の完成によるものなどです。

また、４ページの一番左、収入未済額につい

ては、下の合計欄にあるように２１億５，１８

５万円余となっており、その主なものは県税の

１４億６，７００万円余で、個人県民税などの

滞納によるものです。

次に、５ページをお開きください。一般会計

歳出決算額調です。

議会費から予備費までの１４の款別の内訳で

す。

左から３列目の支出済額（Ｂ）が決算額です

すが、一番下の合計欄のとおり５，９９９億８，

８２０万２，２４８円です。

支出済額のうち、前年度と比較して増減額の

大きなものを説明します。６ページの右から２

列目の対前年度比較欄の下の段ですが、まず、

上から三つ目の福祉生活費が、認定こども園運

営費や介護保険給付費県負担金の増などにより
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２６億２，１７７万円余の増となっています。

次に、その五つ下の土木費が、強靱な県土づ

くりを進めるため、国の緊急対策を積極的に受

け入れたことにより８０億１，５７３万円余の

増となっています。

その二つ下の教育費は、県立武道スポーツセ

ンターの完成に伴う事業費の減などにより５１

億７，６２５万円余の減となっています。

その下の災害復旧費が、平成２９年九州北部

豪雨災害等の復旧・復興事業が進んだことなど

により５８億４，０７２万円余の減となってい

ます。

次に、５ページから６ページにかけての翌年

度繰越額（Ｃ）ですが、繰越明許費が合計で５

９９億３，８１５万円余、その右の事故繰越し

が１３億６，５６９万円余となっています。

繰越額の主なものは、土木費、農林水産業費、

災害復旧費などで、これは国の補正予算の受入

れなどによるものです。

次に、６ページ左から２列目、不用額の合計

は５９億９，７４１万円余で、その主なものは

上から三つ目の福祉生活費の８億７，７７４万

円余、その三つ下の農林水産業費の１６億４，

８８８万円余、その五つ下の災害復旧費の１０

億５６２万円余などです。これは事業費が見込

みを下回ったことや経費の節減などによるもの

です。

以上が一般会計です。

続いて、特別会計に移ります。

７ページをお開きください。特別会計歳入決

算額調です。

左から３列目、調定額（Ｂ）は、一番下の合

計欄のとおり２，７０９億２，０３３万３，４

４４円です。

これに対し、その右の収入済額（Ｃ）は２，

６９８億７，７５４万４，２６７円で、収入率

は次の８ページの右から３列目にあるように９

９．６２％となっています。

８ページの一番左の欄、不納欠損額（Ｄ）で

すが、不納欠損は生じていません。

その右の収入未済額は、合計で１０億４，２

７８万円余で、主なものは上から四つ目の中小

企業設備導入資金特別会計の８億９，８６５万

円余で、これは貸付金の償還未済によるもので

す。

次に、９ページをお開きください。特別会計

歳出決算額調です。

特別会計の歳出決算額は、左から３列目の支

出済額（Ｂ）で、合計は一番下にあるように２，

６４９億８，９５９万５，３９２円となってい

ます。

次に、その右の翌年度繰越額（Ｃ）は、繰越

明許費のみの５億３１１万円余で、その内訳は

臨海工業地帯建設事業特別会計４，９１１万円

余、港湾施設整備事業特別会計４億５，４００

万円となっており、これは主に関係者等との協

議・調整に日数を要したことなどによるもので

す。

また、１０ページの左から２列目の不用額は、

合計で１７億４０１万円余となっており、その

主なものは上から六つ目の林業・木材産業改善

資金特別会計の６億４，８４２万円余、その下

の沿岸漁業改善資金特別会計の４億６，８１３

万円余など事業資金の貸付けを行う特別会計で

あり、この不用額は翌年度に繰り越されます。

以上が特別会計です。

続いて、１１ページをお開きください。また

一般会計に戻りますが、一般会計歳入財源別分

類表です。

この表は、歳入決算額を自主財源と依存財源

に分類したもので、決算額（Ａ）のうち自主財

源は、中ほどの小計欄にあるように２，５３９

億７，０４３万円、構成比は４０．９７％で、

１２ページにある３０年度の４２．６７％から

低下しており、依存財源は下の小計欄にあるよ

うに３，６５８億６，０５２万１千円、構成比

は５９．０３％で、３０年度の５７．３３％か

らその分上昇しています。

１３ページをお開きください。一般会計歳出

性質別分類表です。

義務的経費、投資的経費、その他の三つに区

分していますが、決算額（Ａ）欄のうち、まず

義務的経費については、２，４３６億２，１０

０万９千円、構成比４０．６０％となっており、
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これを次の１４ページの３０年度と比較すると、

右から２列目の増減額にあるように３８億４０

万３千円、率にして１．５４％の減となってい

ます。これは、公債費及び人件費の減によるも

のです。

次に、投資的経費は１，４０３億３，０６４

万１千円、構成比２３．３９％で、前年度より

１４億５，８８３万７千円、率にして１．０３

％の減となっています。これは、普通建設事業

費は増加したものの、その下の災害復旧事業費

が減少したことによるものです。

その他は、２，１６０億３，６５５万２千円、

構成比３６．０１％で、前年度より２１億４，

１６１万７千円、率にして１．００％の増とな

っています。これは、下から二つ目の貸付金は

減少したものの、一番上の物件費やその二つ下

の補助費等が増加したことによるものです。

以上で、令和元年度一般会計及び特別会計の

決算概要の説明を終わります。

詳細については、各担当部局から説明させま

す。

森副委員長 次に、決算審査等の結果について、

監査委員の説明を求めます。

首藤代表監査委員 令和元年度の歳入歳出決算

及び基金運用状況並びに健全化判断比率及び資

金不足比率の審査結果について、監査委員を代

表して御説明します。

お手元に配付している令和元年度大分県歳入

歳出決算及び基金運用状況並びに健全化判断比

率及び資金不足比率審査意見書を御覧ください。

表紙の次のページをお開きください。

この意見書は、地方自治法第２３３条第２項

及び第２４１条第５項の規定並びに地方公共団

体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及

び第２２条第１項の規定に基づき、本年７月２

８日に、知事から監査委員の審査に付された令

和元年度大分県歳入歳出決算、基金運用状況、

健全化判断比率及び書類並びに資金不足比率及

び書類について、審査結果を取りまとめ、８月

１７日に知事に提出したものです。

それでは、１ページをお開きください。最初

に、令和元年度大分県歳入歳出決算審査意見書

について説明します。

第１章審査の概要です。

第２審査の対象は、令和元年度大分県一般会

計及び大分県公債管理特別会計など１１の特別

会計です。

次に、第３審査の方法ですが、決算審査にあ

たっては、審査に付された歳入歳出決算書等に

ついて、決算の計数は正確であるか、予算は議

決の趣旨に沿って適正かつ効率的に執行されて

いるかなど、こちらに記載の４点を主眼として

関係証書類との照合等を行うとともに、定期監

査や例月出納検査等の結果を踏まえて慎重に審

査しました。

２ページをお開きください。第２章審査の結

果及び意見です。

第１審査の結果ですが、さきほどの審査の方

法で審査した限りにおいて、一般会計及び特別

会計の歳入歳出決算額は、関係証書類等と合致

し、正確であることを確認しました。

また、予算の執行等については、議決の趣旨

及び関係法規等に従い、おおむね適正に処理さ

れていると認められました。

次に、第２決算の状況です。

この項の２段落目からになりますが、令和元

年度の歳入歳出決算は、一般会計で歳入決算額

６，１９８億３，０９５万１，２７２円、歳出

決算額５，９９９億８，８２０万２，２４８円

となっています。

歳入は、前年度と比較して０．０２％の減少

となっています。これは、県債、地方交付税が

増加したものの、豪雨災害等の復旧・復興事業

が進んだことに伴い、国庫支出金や繰越金が減

少したことなどによるものです。

また、歳出についても、前年度と比較して０．

５２％の減少となっています。これは、土木費、

福祉生活費が増加したものの、豪雨災害等の復

旧・復興事業の減や県立武道スポーツセンター

の完成などにより、投資的経費が減少したこと

によるものです。

この結果、一般会計の歳入決算額から歳出決

算額を差し引いた形式収支は１９８億４，２７

４万９，０２４円の黒字、形式収支から翌年度
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へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は３

１億７，３４４万７，５１４円の黒字となって

おり、また、実質収支の年度変動を見る実質収

支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支

は２億４４万円２，６９１円の黒字となってい

ます。

また、大分県公債管理特別会計など１１の特

別会計の歳入歳出決算の合計額は、歳入決算額

２，６９８億７，７５４万４，２６７円、歳出

決算額２，６４９億８，９５９万５，３９２円

となっており、前年度決算に比べ、歳入、歳出

とも増加しています。

この結果、実質収支は４８億３，８８３万２，

８７５円の黒字となっています。

続いて、第３審査意見です。

令和元年度の決算は、一般会計、特別会計と

もに実質収支は黒字となっています。実質公債

費比率は８．８％と、前年度に比べ０．６ポイ

ント減少し、改善が見られます。

引き続き、県民中心の県政を基本とした安心

・活力・発展の大分県づくりを加速前進させる

ことが求められている中、地方創生の推進や災

害に強い県土づくりなど行政需要はますます増

大していくことが予想されます。

また、令和２年２月以降、日本国内で感染が

確認されている新型コロナウイルスへの対策も

懸念されます。

ついては、今後とも次の各事項に十分留意さ

れ、限られた財源の中で、効率的かつ効果的な

行財政運営が行われるよう、強く期待します。

まず、第１点目として、行財政改革の推進に

ついてです。

行財政運営の効率化・健全化に向けては、平

成２７年１０月に策定した大分県行財政改革ア

クションプランに基づき、県税の徴収強化等に

よる歳入の確保や事務事業の見直しなどの改革

に取り組まれた結果、財政調整用基金の残高は

大分県行財政改革アクションプランの目標額の

３２４億円を上回る３５１億円になるなど、成

果を上げています。

県債残高については、普通会計決算で残高が

前年度に比べて７９億円、０．８％増の１兆３

４８億円で、臨時財政対策債を除いた実質的な

残高も前年度に比べて４１億円、０．７％増の

６，３０４億円で、１８年ぶりの増加となりま

した。

近年の相次ぐ大規模災害に加え、少子高齢化

の進行に伴う社会保障関係費の増大や公共施設

等の老朽化への対策など、財政環境は厳しく予

断を許さない状況です。

また、国では、新経済・財政再生計画の枠組

みの下、歳出改革等に向けて取組の加速・拡大

を図っており、引き続き地方に対する歳出削減

等を求める声が強まることが想定されます。

このため、最少の経費で最大の事業効果を上

げられるよう、常に事務事業の検証を行い、選

択と集中やスクラップ・アンド・ビルドに取り

組むとともに、新たに策定した大分県行財政改

革推進計画も踏まえ、先端技術を活用した新た

な行財政改革の推進に取り組み、より一層の行

財政運営の効率化・健全化に努められるよう要

請しました。

次に、第２点目は、資産マネジメントの強化

についてです。

県有建築物や公共インフラ施設の老朽化は年

々進行しており、大規模改修や建て替えなど更

新の時期を迎えています。

これらの資産は防災面においても、県民生活

の安心・安全を支える極めて重要な施設となる

ことから、大分県公共施設等総合管理指針等に

基づき、引き続き計画的な点検・診断を行うと

ともに、施設総量の縮小や施設の長寿命化を着

実に推進し、老朽化に伴う財政負担の縮減・平

準化に努められるよう要請しました。

また、令和２年３月に策定した県有財産売却

等推進計画に基づき、未利用財産の売却・貸付

けや広告収入の拡大などに積極的に取り組み、

さらなる収入の確保に努めるなど、一層の資産

マネジメントの強化が図られるよう要請しまし

た。

第３点目は、収入未済の解消についてです。

一般会計及び特別会計の収入未済額の合計は

３１億９，４６４万２，９９３円で、前年度に

比べ３，１６２万１，７３５円、０．９８％の
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減と１０年続けて前年度を下回りました。

このうち、県税については、徴収対策の強化

などにより、前年度に比べ３，０９０万８，２

５９円、２．０６％減少するなど、各機関の努

力により一定の成果が得られています。

他方、前年度に比べて増加しているものもあ

り、収入未済額全体としては、依然として多額

であることから、今後とも、引き続きその解消

と新たな発生防止に努められるよう要請しまし

た。

第４点目は、財務事務の執行についてです。

定期監査等においては、一部に不適正な事例

が認められたものの、おおむね適切な処理が行

われていました。

監査において是正改善の必要性が認められた

主な事項は、財産の管理については、ＥＴＣカ

ードや大手町駐車場プリペイドカードの使用簿

に交付及び返納の確認印が押印されていない事

例や、農業実習会計の事務処理について生産製

作品調書等が作成されていない事例、会計事務

については、事業実施主体が補助事業で購入し

た車両について事業計画書に記載された車両の

使用が確認できない事例や、補助金の支出にお

いて完了確認ができないまま額の確定や精算払

を行っている事例、契約事務については、スク

ールバス運行委託において、契約に定められた

履歴書の提出のない者がスクールバスを運転し

物損事故を起こしている事例など記載のとおり

ですので、組織的なチェック体制の強化、研修

の充実に努めるなど、内部牽制機能の強化を図

るとともに、ＩＣＴを活用した行政の省力化・

効率化についても検討されるよう要請しました。

以上が歳入歳出決算についての審査意見です。

なお、５ページから９８ページにかけては、

第３章決算の概要として個別の内容を述べてい

ますが、説明は省略します。

次に、９９ページをお開きください。令和元

年度の基金運用状況についての審査意見です。

まず、第１章審査の概要ですが、第２審査の

対象は、大分県土地開発基金及び大分県美術品

取得基金の２基金です。

第３審査の方法は、基金運用状況書の計数は

正確で関係証書類と合致しているかなど、こち

らに記載の３点に主眼を置いて審査しました。

次に、第２章審査の結果及び意見ですが、第

１審査の結果は、各基金の運用が確実かつ効率

的に行われていることが認められました。

次に、第２審査意見としては、各基金につい

て、今後とも有効な活用に向けて引き続き努力

されるよう要請しました。

次に、１０１ページをお開きください。令和

元年度大分県健全化判断比率についての審査意

見です。

まず、第１章審査の概要ですが、審査に付さ

れた健全化判断比率及びその算定の基礎となる

事項を記載した書類について、健全化判断比率

の算定が法令等の趣旨に沿って適切に行われて

いるかなど、記載の２点を主眼として関係書類

と調査照合し、関係部局から説明を求めるなど

慎重に審査しました。

次に、第２章審査の結果及び意見ですが、第

１審査の結果にあるように、審査に付された健

全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類は、いずれも適正であると認めら

れました。

次に、第２審査意見としては、実質赤字比率

及び連結実質赤字比率は算定されず、また、実

質公債費比率と将来負担比率は早期健全化の基

準未満であったことから、特に是正改善を要す

る事項は認められませんでした。

最後に、１０２ページをお開きください。令

和元年度資金不足比率についての審査意見です。

まず、第１章審査の概要ですが、審査に付さ

れた資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類について、資金不足比率の算

定が法令等の趣旨に沿って適切に行われている

かなど、記載の２点を主眼に慎重に審査しまし

た。

次に、第２章審査の結果及び意見ですが、第

１審査の結果にあるように、審査に付された大

分県病院事業会計など６会計について、資金不

足比率及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類は、いずれも適正に作成されているもの

と認められました。
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次に、第２審査意見としては、いずれの会計

も資金不足比率は算定されず、特に是正改善を

要する事項は認められませんでした。

以上で、令和元年度大分県歳入歳出決算等の

審査の結果についての説明を終わります。

森副委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。

今回、事前通告はありませんが、事前通告し

ていない委員で質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 委員外議員で質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して、委員の方からほかに何か質疑は

ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、これをもって決算の概

要及び決算審査等の結果の審査を終わります。

なお、監査委員はこれで退席となります。お

疲れさまでした。

〔監査委員退室〕

森副委員長 これより、会計管理局関係の審査

を行います。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、会計管理局長の説明を求めます。

森山会計管理局長 それでは、まず初めに、令

和元年度に実施された行政監査及び包括外部監

査の結果について御説明します。

お手元の資料、令和元年度行政監査・包括外

部監査の結果の概要ですが、この資料の１ペー

ジをお開きください。

１にあるとおり、行政監査は、財務に関する

監査とは別に、毎年度、監査委員が県の事務執

行について特定のテーマを選定し、適正性や効

率性等の視点を主眼として実施するものです。

令和元年度は、２にあるように公金収納事務

についてを監査テーマとし、３に記載の着眼点

から監査を実施していただきました。

５の監査の結果についてですが、改善事項と

して、港湾使用料の徴収事務や証紙消印実績簿

の記載の徹底の２項目、検討事項として、使用

料の徴収方法や領収書の発行方法、手数料の収

入方法など７項目について御指摘を受けました。

６のまとめとして、行政手続の電子化を推進

する組織である電子県庁推進本部における各部

会の責任と権限が曖昧な状況であるため、その

実効性が懸念されるといった御意見や、推進本

部の組織体制や所掌事務等の見直しを行った上

での一刻も早い電子申請・電子納付の本格実施

の御要望等をいただきました。

この行政監査のうち、会計管理局に関する項

目について説明します。

３ページをお開きください。２件の御指摘を

いただいています。

一つは上から３番目、証紙を売りさばいてい

る県の機関の状況を正確に把握するとともに、

再発防止について検討されたいとの御指摘です。

収入証紙取扱事務てびきの別表に、証紙売り

さばきを行っていない県の機関が含まれていた

ことから、関係書類の確認や直接の聞き取りに

より、証紙を売りさばく県の機関の把握を行い、

今年２月には改訂版を発行しました。今後とも

正確な把握を行い再発防止に努めていきます。

一つ下ですが、証紙を売りさばく県の機関が

証紙受払報告書を提出する事務が無駄になって

いると認められることから、報告を求める目的

と必要性について検証し、今後の取扱いについ

て検討されたいとの御指摘です。

証紙受払報告書は、証紙の在庫調整や印刷の

基礎資料として活用することを目的として提出

を求めていましたが、現在は証紙交付簿により

代替可能なことから、証紙受払報告書の廃止に

向け検討します。

次の包括外部監査については、当局では指摘

等がありませんので、説明は省略します。

続いて、令和元年度決算について、お手元の

一般会計及び特別会計決算事業別説明書により

御説明します。
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２７９ページをお開きください。一般会計の

歳出決算額は、上段の表の一番下の行、歳出合

計欄の左から３列目、支出済額ですが、８億５，

１５４万７，０９４円です。

その下の表、用品調達特別会計の歳出決算額

は、２１億６，６４１万６，５４８円となって

います。

次に、２８１ページをお開き願います。会計

課及び審査・指導室分について説明します。

第２款総務費第１項総務管理費第１目一般管

理費は、決算額２億２，００１万７，２５８円

で、職員２８人分の給与費です。

第６目会計管理費は、決算額７，４０８万８，

７４７円で、会計事務の指導等に係る経費です。

次に、２８２ページをお開きください。

用度管財課分ですが、 第１目一般管理費は、

決算額２億４，８９９万３，３５７円で、職員

３４人分の給与費です。

第６目会計管理費は、決算額４，１１７万５，

３２５円で、庁用自動車の管理などに要した経

費です。

２８３ページを御覧ください。

第７目財産管理費は、決算額２億３，７９４

万７，４８５円で、県庁舎本館及び新館の維持

管理などに要した経費です。

第８目県庁舎別館及振興局費は、決算額２，

９３２万４，９２２円で、県庁舎別館等の維持

管理に要した経費です。

２８５ページをお開きください。用品調達特

別会計です。

この特別会計は、県の機関で使用する文具な

どの消耗品や備品、印刷物の調達事務を一元化

し効率的に行うために設けているものです。

第１款用品調達費第１項用品調達費第１目用

品総務費の決算額１５９万４千円は、前年度の

決算剰余金を一般会計へ繰り出したものです。

次に、第２目用品費の決算額２１億６，４８

２万２，５４８円は、各所属からの要求に基づ

く用品の購入に要した経費です。

続いて、歳入決算額の予算に対する増減額及

び不用額の主なものについて説明します。

別冊の決算附属調書の１２ページをお開きく

ださい。最初に、歳入決算額の予算に対する増

減額についてです。

科目欄の雑入のうち用度管財課所属分は、次

の１３ページ、減収となったものの下から３番

目、１２２万７，４８１円で、庁舎管理費収入

が見込みを下回ったことによるものです。

次に、不用額について説明します。１５ペー

ジをお開きください。

科目欄の総務費、総務管理費の６番目にある

会計管理費６８５万８，９２８円は、高速道路

の使用料など、使用料・賃借料が見込みを下回

ったことや経費節減によるものです。

次に、特別会計分の不用額です。５２ページ

をお開きください。

一番下の用品調達特別会計の不用額は、用品

費１億７，１１７万７，４５２円で、各所属か

らの用品調達要求が見込みを下回ったことによ

るものです。

森副委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

今回、事前通告はありませんが、事前通告し

ていない委員で質疑はありませんか。

猿渡委員 ここでいいかどうか分かりませんが、

庁舎管理の関係になるかと思います。私が気に

なっているのが、障がい者の方たち、特に車椅

子等の方たちが県庁に見えた際、雨の日に車か

ら降りるのにぬれて移動しなければならない状

況があります。それについて改善が必要と考え

ます。

別館庁舎の福祉部局に見えたときも、雨にぬ

れて移動し、庁舎に入らなければならない状況

があり、特に障がい者の方たちは、雨にぬれる

ことにより体調を崩しやすい方たちも多いので、

改善が必要と思いますが、どうですか。

中村用度管財課長 障がい者の方の雨の日の移

動についてお答えします。

庁舎の入口に監視職員がおり、そちらの者に

言っていただければ、雨にぬれないところで降

りていただくこともできます。また、事前にお

電話いただいたら、障がい者の方にはできるだ

け近い駐車場を準備するようにしています。ぜ

ひ監視職員を使ってください。
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猿渡委員 実際に来られた場合、事前に連絡は

していなかったと思いますが、ぬれなければな

らない状況が見受けられます。屋根のあるとこ

ろで乗り降りできないかと思うので、今後に向

け、ぜひその辺りも検討してください。

中村用度管財課長 用度管財課は庁舎の管理は

行っていますが、施設の改良となると土木建築

部なので、そちらとも相談してみます。

河野委員 さきほど説明いただいた収入支出の

増減理由のところで、附属調書１３ページに用

度管財課所属分で庁舎管理費収入が見込みを下

回ったことによると出ていました。

庁舎管理費の収入となると、例えば、自動販

売機の設置に伴う占用料といったものがこれに

入っているのかなと思います。先般、議案説明

で様々な団体の収支決算報告があり、その中に

アイバンクとか腎バンクが設置している寄附付

きの自動販売機の設置について県庁舎では見な

いという話をして、総合社会福祉会館ではきち

んとそういうのが設置され、県民に対する公益

事業の理解を深める一助になっているが、それ

がなぜ県庁舎でできないかと問い合わせたとき、

担当課は、実は庁舎管理を担当しているところ

と協議をしたがだめだと言われたという説明を

受けました。

その辺の考え方なり、ここに出てくる庁舎管

理収入がそういったものも含んでいるかどうか、

自動販売機の設置についてお聞かせください。

中村用度管財課長 自動販売機の設置は、確か

に用度管財課で入札していますが、どこに何を

置くかは総務部で決定しています。こちらはあ

くまでも庁舎の維持管理だけしています。

そして、庁舎管理費の収入見込みが下回った

件は、実は新館１３階にあったレストランぶん

ごが今年５月２９日に閉店しましたが、コロナ

ウイルスの関係で本来今年３月３１日までに納

入していただくはずだった光熱水費の納入期限

を来年３月３１日まで延期したことによるもの

が主です。

森副委員長 そのほか、委員の皆さまからあり

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、事前通告が２名の委員

外委員から出されているので、事前通告のあっ

た委員外議員の質疑を行います。

堤委員外議員 まず一つ、県発注の物品や印刷

の入札の関係です。入札の時期とか内容につい

て、ホームページか何かで公告するんでしょう

が、なかなかホームページも見ないと思う。小

さな零細業者も含め、県内の中小企業に対して

どういう周知をして入札の時期等をお知らせし

ているのか、また、随意契約もいろいろあると

思いますが、例えば、どういう種類、印刷なら

印刷で部数が少ないとか、どういった理由で行

っているか。

あと地元発注がほとんどだと思いますが、そ

ういう地元発注との関係はどうかを教えてくだ

さい。

あわせて、さきほど資料１について聞きそび

れましたが、いいですか。

１１ページと１２ページの中で、自主財源は

令和元年の方が下がったという話があったでし

ょう。これについて、地方消費税清算金とか繰

入金、繰越金等が減少していますが、当然、増

減はあってしかるべきですね。ただ、今回減少

したのは何か特別な理由があるのか、分かれば

教えてください。

中村用度管財課長 まず、県発注の物品や印刷

等の入札時期や内容について御説明します。

用品調達特別会計で発注する物品の印刷物な

どについて、一般競争入札は、さきほど言われ

たとおり、県のホームページの用度管財課のペ

ージで公告を掲載し、トップの新着情報にも掲

載しています。ＷＴＯ案件は、このほか、県報

でも公告することとなっています。

指名競争入札で発注する印刷物や公用車の場

合は、物品等電子入札システムに登録している

事業者の中から指名する事業者にシステムを通

じて通知しています。

次に、随意契約ですが、地方自治法施行令第

１６７条の２第１項第１号に基づき、用品調達

特別会計で発注する備品、消耗品、被服につい

ては予定価格が１６０万円以下、印刷物は２５

０万円以下の場合、見積り合わせにより随意契
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約をしています。

また、ガソリンや灯油などの燃料は、同条第

１項第２号により官公需適格組合との随意の単

価契約を締結しており、航空燃料についても同

様に条件に適合する事業者と随意の単価契約を

締結しています。

地元発注の比率は、件数では全部で１，５７

９件あり、総額は２１億６千万円となっていま

す。このうち、県内事業者への発注は１，２９

２件で８１．８％、金額は１６億６千万円、ま

た、県内に支店がある準県内事業者への発注が

２３９件で１５．２％、金額は３億６千万円、

県内事業者と準県内事業者の合計では１，５３

１件で９７％、金額は２０億２千万円となって

います。

中本会計課長 地方消費税清算金の減と……

堤委員外議員 資料１の１１ページと１２ペー

ジの平成３０年度、令和元年度を見ると、自主

財源は４２．６７％が４０．９７％と下がって

きているでしょう。中を見ると、地方消費税清

算金、繰入金、繰越金、諸収入とか、こういう

のが下がってきていますね。当然増減するのは

当たり前ですが、この大きな要因、つまり、一

番下がった要因はどこにあるか分かれば知らせ

てくださいという意味です。地方消費税清算金

がどうと特定しているわけではありませんから。

森山会計管理局長 あくまでもこちらの分析で、

総務部にも確認していることですが、昨年、一

昨年との比較で、まず依存財源の県債、防災・

減災、国土強靱化緊急事業債等の大幅な増があ

ったということで依存財源というくくりになる

ので、こちらが膨らんだと。総体的に自主財源

の方が割合は下がったという形になります。

また、自主財源の繰越金についても、平成２

９年の北部豪雨災害復旧事業が進展したことに

より、この繰越金が減少したこともあります。

それから、諸収入の県の制度資金ですが、こ

れも災害復旧等が進んで融資残高が減ったこと

により元利収入が減ったことで、こちらも減っ

ている、こういう要因等があり、総体的に自主

財源が減少しています。

守永委員外議員 まず、会計管理局職員の時間

外勤務についてお尋ねします。

一般会計及び特別会計決算事業別説明書の２

８１ページ、２８２ページ、一般管理費に給与

費が記述されていますが、会計管理局職員の時

間外勤務手当についてはどのようになっていま

すか。

働き方改革に取り組まれていると思いますが、

どのような変化が前年度とあったのか、お尋ね

します。

それともう１点、事業別説明書の２８３ペー

ジ、財産管理費の県庁舎管理費について、県庁

舎等の維持管理に要した経費等として記述され

ていますが、落札額の状況はここ数年でどのよ

うに変化しているのか。また、雇用者、そこで

働く方々の賃金水準について状況を把握してい

れば教えてください。

以前も尋ねたことがあるので、その後、もし

把握されていればということでお尋ねします。

別課の部分ももし状況が分かれば教えてくださ

い。

中本会計課長 時間外勤務についてですが、会

計管理局における昨年度の時間外勤務手当は２，

１３０万６，０２４円で、局職員１人当たり３

７万３，７８９円となっており、また、時間に

ついては、職員１人当たり月平均１１．６時間

となっています。これについては、本庁の平均

１９．７時間に比べ、少なくなっている状況で

す。超勤縮減に取り組んだ結果、前年度と比較

して約１時間ほど減少しています。

これまでも備品単価の見直しや会計管理者等

への事前合い議の削減等の会計事務の効率化に

取り組み、関係する会計規則等を改正し、全庁

的な事務の改善、簡素化を図ってきました。

また、会計管理局内部では、２年に１度の物

品調達等に係る競争入札参加資格更新手続につ

いて、ＲＰＡを活用した業務の自動化に取り組

んだ結果、更新時期の７月から９月の該当班の

超過勤務時間は、前回、２年前の約半分に削減

されています。

今後も会計管理局のみならず、全庁に関わる

会計事務の業務改善に取り組みます。

中村用度管財課長 県庁舎等維持管理費のここ
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数年の落札額の状況と、雇用者の人件費水準の

状況把握についてお答えします。

財産管理費における県庁舎の維持管理費とし

ては、清掃、警備、電力などがあり、そのうち、

本庁舎などの清掃業務委託については３年間の

長期継続契約となっており、前回の平成２８年

度の入札では、消費税抜きの年間契約額は３，

３９９万９千円、令和元年度に実施した入札は

年間３，４７２万８千円での落札となり、年額

で７２万９千円の増額となっています。

これは委託料設計に用いる国の労務単価の改

定により、主に人件費の単価が上昇したことに

よるものと考えています。

実際の雇用者の賃金水準の状況はなかなか把

握できていませんが、人件費単価は最低賃金を

かなり上回るものとなっています。

また、委託契約書に労働基準法などの労働関

係法令及びこれに基づく基準を遵守するように

明記しており、その徹底を受託業者に指導して

います。

警備業務委託についても同様の状況となって

います。

守永委員外議員 労働時間そのもの、特に会計

管理局の場合、私のイメージで大変申し訳ない

ですが、繁忙期があるかと思いますが、繁忙期

の超勤の実態状況がどのようなものか、もし分

かれば教えてください。

いずれにしても、様々なシステムを改善する

ことにより超勤時間そのものが減少していく、

あわせて、多分それはミスそのものも少なくな

っていくことにつながるのではないかと思いま

すので、ぜひそういった工夫でいろんなことが

さらに県民のためにできるような環境整備をし

てください。

また、庁舎管理、清掃といった部分の委託料

については３年契約で、前回の落札結果と今回

の状況、人件費を中心に増額になっているとい

う状況は分かりました。また、そこで働く方々

が丁寧な仕事をやろうと思えるような環境がで

きるよう様々な指導をお願いします。

中本会計課長 会計事務の繁忙期の超勤状況で

すが、出納閉鎖時期、それと年度末について、

審査関係の事務を行っている職員の残業が多く

なっています。

ただ、用度管財課は繁忙期といっても年度末

に集中することはないので、局全体を見ると、

月ごとの大きな差はない状況です。

ただ、審査・指導室、審査関係を見ると、通

常の月は４０、５０時間のところが、これも昨

年度の話ですが、年度末になると３００時間程

度に増えている状況です。

森副委員長 ほかに委員外議員で質疑はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して、委員の方からほかに何か質疑は

ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 ほかにないようですので、これで

質疑を終了します。

それでは、これをもって会計管理局関係の審

査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入ります。委員の方はお

残りください。

〔会計管理局、委員外議員退室〕

森副委員長 これより、決算審査報告について、

内部協議に入ります。

さきほどの決算の概要及び決算審査等の結果

及び会計管理局の審査における質疑等を踏まえ、

決算審査報告書を取りまとめたいと思いますが、

特に指摘事項や来年度予算へ反映させるべき意

見・要望事項等がありましたら、お願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 特にないようですので、審査報告

書案の取りまとめについては、本日の審査にお

ける質疑を踏まえ、委員長に御一任いただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、そのようにします。

以上で、決算の概要及び決算審査等の結果並

びに会計管理局関係の審査報告書の検討を終わ
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ります。

ここで執行部が入室しますので、しばらくお

待ちください。

〔監査委員事務局、委員外議員入室〕

森副委員長 これより、監査委員事務局関係の

審査を行いますが、説明は要点を簡潔・明瞭に

お願いします。

それでは、監査委員事務局長の説明を求めま

す。

牧監査委員事務局長 監査委員事務局関係の決

算について御説明します。

昨年度は、知事部局や教育庁、警察本部など

の２６７機関に対する定期監査をはじめ、公金

収納事務をテーマとした行政監査、県が出資等

をしている団体への監査等を実施しました。

それでは、令和元年度一般会計及び特別会計

決算事業別説明書の２９７ページをお開きくだ

さい。

監査事務局は、第２款総務費第９項監査委員

費のみで、予算現額２億２２６万１千円に対し

て、支出済額は２億１１４万６，７５６円、不

用額は１１１万４，２４４円です。

その内訳については、２９９ページをお開き

ください。

まず、第１目委員費は、予算額１，８９３万

９千円に対して、決算額は１，８８４万３７７

円です。

この内訳は、常勤の監査委員の給与費及び非

常勤の監査委員３人分の委員報酬の計１，８１

２万３，３１９円と、旅費など監査に要した経

費７１万７，０５８円です。

その下の第２目事務局費は、予算額１億８，

３３２万２千円に対して、決算額は１億８，２

３０万６，３７９円です。

この内訳は、監査事務局職員２０人分の給与

費１億７，２３６万２，７７０円と、事務局運

営費として事務局職員の旅費、需用費等の経費

９９４万３，６０９円です。

次に、不用額について説明します。別冊の決

算附属調書の１６ページをお開きください。

科目欄の上から６行目、監査委員費の事務局

費１０１万５，６２１円は、超過勤務手当など

の職員手当が見込みを下回ったことによるもの

です。

森副委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。

今回、事前通告はありませんが、事前通告し

ていない委員で質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、事前通告が１名の委員

外委員から出されているので、事前通告のあっ

た委員外議員の質疑を行います。

守永委員外議員 事務局職員の時間外勤務につ

いてお尋ねします。

事業別説明書の２９９ページの事務局費に給

与費が記述されていますが、事務局職員の時間

外手当についてどのようになっているかお尋ね

します。

また、働き方改革に取り組まれている中でど

のような変化があったのか、取組も含めてお尋

ねします。

さきほど不用額の中で時間外勤務等の手当が

予定よりも少なかったという話もありましたが、

新たな工夫をされたのじゃないかと思うので、

ぜひ御披露ください。

牧監査委員事務局長 当事務局職員の令和元年

度の時間外勤務手当は、対象者１６人で決算額

２３７万６，７７０円です。時間数は合計で７

２１時間、１人当たり年間４５．１時間、前年

度と比べると合計で１８１時間、１人当たり年

間で１１．３時間増加しています。

時間外勤務が増加した要因については、地方

自治法改正に伴い、令和元年度中に整備が必要

となった監査委員監査基準の制定や各種規程の

見直しなどによるものです。

また、統一地方選の関係で公営企業会計の決

算審査の日程が約２か月前倒しになったことな

どによるものです。

なお、当事務局の働き方改革の取組について
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は、行政監査や財援監査を主とする第一課と定

期監査を主とする第二課に分かれ、それぞれが

監査を行っていますが、一方の課の業務が集中

するときなどにもう一つの課が応援する態勢を

整えるなど業務の平準化を進め、超過勤務の縮

減に努めています。

守永委員外議員 時間としては増えてしまって

いる状況で、その増えた背景というのは、さき

ほど説明された統一地方選の影響とか、そうい

ったのでなるほどなと思いますが、不用額の説

明のときに超過勤務手当をはじめとする手当が

減額というのは、結局状況としては、単価が減

少したことになりますか。その辺がもし分かれ

ば教えてください。

牧監査委員事務局長 超過勤務手当は元年度増

加しましたが、予算額に対して実績として減少

が図られたので、不用額としたわけです。単価

の関係ではありません。

守永委員外議員 状況は分かりました。確かに

予算に対してなので、そうなったと思います。

皆さんが生き生きと働ける職場づくりに向け、

頑張ってください。

森副委員長 ほかに委員外議員で質疑はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して、委員の方からほかに何か質疑は

ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 別にないようですので、これで質

疑を終了します。

これをもって監査委員事務局関係の審査を終

わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方

はお残りください。

〔監査委員事務局、委員外議員退室〕

森副委員長 これより、決算審査報告について、

内部協議に入ります。

さきほどの監査委員事務局の審査における質

疑等を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめた

いと思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ

反映させるべき意見・要望事項等がありました

ら、お願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 特にないようですので、審査報告

書案の取りまとめについては、本日の審査にお

ける質疑を踏まえ、委員長に御一任いただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、そのようにします。

以上で、監査委員事務局関係の審査報告書の

検討を終わります。

これをもって本日の審査日程は終わりました

が、この際ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、次回の委員会は、明日

７日の午前１０時から開きます。

以上をもって、本日の委員会を終わります。

お疲れさまでした。


